
 ≪報道ニュ－スの場面≫  

         （アナウンサ－を中村様）  

 道内のニュースをお伝えします。本日８月 20日の午後２時ごろ札幌中央高校

での運動会の入場行進練習中に、数名の生徒が体調不良を訴えて救急車で搬送

され、うち 1名の生徒が死亡しました。この日の気温は 30度を越える猛暑であり、

道警本部では学校の安全管理体制に大きな問題があったとみて、学校長や現場

に居合わせた教師らに対する、業務上過失致死罪での容疑で、学校の捜索及び

学校長等の取調べを始めた模様です。以上現場からお伝えしました。  

 ≪記者会見の場面≫     

     （新聞記者を中村様、校長を牧様）  

記者：学校として責任をお感じになっています か。  

校長：充分に注意をしていた、との報告を受け ており、学校に責任があると

は考えておりま せん。  

記者：過去に札幌中央高校で暑さが原因で、生 徒さんが体調不良を訴えたと

いう事例はあり ましたか。  

校長：いやそれについては調査中なので、なん とも、少なくとも私はそのよ

うな事例は把握 しておりません。  

記者：他校において熱中症による死亡事例が多 数おきていることはご存知で

したか。  

校長：いや当然あるのだと思いますが、あの･･ まさかこのような事態になる

とは思ってませ んでした。  

記者：まさかとおっしゃいましたが、このよう な炎天下で長時間の練習をし

たら、熱中症で 死亡する可能性があることくらいわかります よね。  

校長：ええ、いや、まあ、その、放置していた わけではありません。  

記者：いやそういうこと聞いてるんではないん ですよ。生徒さんの安全に関

わる校内での事 故事例や、他校での事故事例をきちんと知ろ うとはしてい

なかったのですか。  

校長：・・・していませんでした。  

記者：いえ、結構です。熱中症に対する対策を なにか講じていましたか。  

校長：対策ですか。いや、あの、はい・・・。  

記者：校長先生の口からすぐ出てこないという ことは、熱中症を防止しよう

とする意識自体 が学校に無かったということに他ならないの ではないでし

ょうか。  

校長：いや、あの・・・、そのあたりは現場に 居合わせている教師がケース

バイケースで判 断しているわけでして、そのとき現場に居合 わせていなか

った私の方ではなんとも。  



記者：体調不良の申し出があった段階で練習の 中断ということは検討されな

かったんですか。  

校長：その時に私のところにそういった報告が あったわけではないので、今

はなんともお答 えできないのですが。  

記者：体調不良を訴えた生徒さんについてはす ぐに救急車で搬送したんでし

ょうか。  

校長：それもまだこの段階では、まだ報告を正 確には受けていないので、ど

うしたかは今は わかりません。  

記者：いや、もう結構ですよ。分からない分か らないとおっしゃいますが、

そういった情報 を校長先生が把握していないこと自体が大問 題でないでし

ょうか。校長先生、適宜情報が 入るような体制は整備してらっしゃらなかっ

 たんですか。  

校長：体制整備ですか。それはちょっと把握し ておりません・・教頭先生、

分かりますか。  

記者：いや、もう結構ですよ。亡くなられた生 徒さんや入院している生徒さ

ん、あるいは保 護者の方に謝罪はされたんでしょうか。  

校長：謝罪ですか。学校に責任があるとはこの 段階ではまだ考えておりませ

んので、謝罪と いうのは致しておりませんが、きちんと事実 関係を究明し

た後に、ご説明はしたいと思っ ております。  

記者：賠償も考えていないんでしょうか。  

校長：いやですから、学校に責任があるとは考 えておりませんので、賠償と

いうものは考え ておりません。  

記者：事実関係を究明、と先ほどおっしゃいま したが、具体的にどんなこと

を学校でされて いるのでしょうか。  

校長：とにかく今は、現場に居合わせた教員及 び生徒から情報を集めている

ところです。  

記者：どのような方法で情報収集に当たってい るのでしょうか。  

校長：どのような方法・・・いや、ちょっとあ の私のところにはまだ詳しい

情報が入ってい ないものですから。  

 

 ≪数日後、検察庁での検事の取調べ≫    

        （検事を中村様、校長を牧様）  

検事：あなたねえ、ご遺族の方もうカンカンですよ。  

校長：なんでですか。  

検事：記者会見、見てるに決まってるでしょ。  

校長：いや丁重にお話したつもりでしたが。ど こがいけなかったのでしょう



か。  

検事：まあ、いいですわ。あなた、記者会見でも言っていたけども、学校で、

自分の学校や 他の学校での事故事例すら知らなかったし、 知ろうともして

なかったんですね。  

校長：いやあのどういう趣旨での質問かちょっ とよく分からなかった部分も

あったのですが、 調査等は確かにしておりません。  

検事：自分の学校で過去に熱中症が疑われる事 例、こういうものはありまし

た？。  

校長：あったと・・・はい、ありました。はい。  

検事：その当時にあなたはちゃんとそのことを 把握してたんですか。  

校長：はい、はい。  

検事：記者会見で言ってることと違うんだけど ・・・。  

校長：いや、すみません、あの、当時は知らな かったんですが、後で知りま

した。  

検事：そのしゃべり方自体何とかなりませんか ね。しどろもどろでいらいら

するんですけど ね。  

校長：いや、すみません。  

検事：その生徒さん、結局その当時の事故でど うなったんですか。  

校長：あの学校側で病院につれていくのが遅れ たこともあってですね、結局

親御さんが病院 に連れて行って熱中症といわれて、2,3日入院 していたって

いうのを今回の事件後に知りま した。  

検事：そういう情報があなたの耳に即時に入る ような連絡体制は事前に設け

ていなかったん ですか。  

校長：事前、事前にですか。あぁ、知っていま せんでした。  

検事：そういう事例が発生した場合の対処方法 も考えてなかったわけですね。 

校長：まあそう次々と言われると、その通りと しか言いようがありません。  

検事：教員にも、そういった場合の対処方法や 連絡方法なども指導していな

かったんですか。  

校長：教員にも・・・あ、はい。  

検事：生徒が熱射病でどうなろうとも、要する にどうでも良かったんですね。  

校長：そうなわけではないですよ。  

検事：そういうわけではってあなた、じゃあそ れなら何か指示してたんです

か。  

校長：え、いえ・・・。  

検事：だからどうでもいいと思っていたんでし ょ。  

校長：ええ、いや、そんなことは、そんなこと は。  



検事：別に赤の他人だし、言っちゃ悪いけど死 んでいいと思ってたんでしょ。  

校長：そんなことは思ってませんよ。  

検事：いやいやいや、現に亡くなってるでしょ。 死なないように何か工夫し

たのかって聞いて んだよ。  

校長：いえ、してません。すいません。  

検事：調書取りますよ。私は生徒なんて所詮は 赤の他人だから、別に死んで

もよいと思って いたので何もしていませんでした。はい、サ インして。  

校長：いえそんな、そんな、すごく私が悪者み たいじゃないですか。  

検事：いやいやいや、あなた一番状況を知って いなきゃいけない責任者の癖

に一番分かって いないんだから、こう言われたって仕方ない でしょ。そこ

をちゃんと自覚して、こういう 調書みたいに自分をとことん悪者にするこう

 いうものにサインすれば、あ～こんなものに サインして・・・本当に反省

しているんだな と裁判官もちゃんと評価してくれるんだよ。  

校長：え、本当にそうなんですか？  

検事：ああそうだよ。本当だよ。ところでご遺 族に対する補償も考えてない

んですか。  

校長：ああいやだって、責任があるかどうかは っきりしない段階で補償と言

われましても。  

検事：きっちり補償してご遺族の処罰感情がや わらげば、罰金か、あるいは

起訴しないとい うことも検討の余地があるんですけどね。何 もしないでご

遺族が今回みたいに怒ってらっ しゃる現状では、これだけマスコミに騒がれ

 て世間の注目を浴びている現状で起訴しない わけにはいかんでしょう。  

校長：起訴ですか。それはまずいです。私仕事 失ってしまいますよ。  

検事：保険とかも入ってないんですか。  

校長：は、はい。  

検事：入っていれば、責任云々は別にしてなん らかの補償ができますでしょ

う。  

校長：それが・・・入っていないんです。  

検事：事前の対応も、また発生後の事後の対応 も全くダメですね。これじゃ

起訴せざるえま せんよ。  

校長：いやすみません。そこを何とか・・・。  

            ≪寸劇終了≫  

中村弁護士  

 どうもありがとうございました。最初に寸劇をまじえるという、あまりやっ

たことないことに挑戦して、段取りがバタバタとしてしまいまして大変失礼い

たしました。先ほど簡単にご紹介いただきましたが、改めて自己紹介をさせて



いただきたいと思います。  

 私は弁護士の中村浩士と申します。今日１時間 50分の講義ですが、せっかく

お忙しい中集まっていただきましたので、１つでも役に立てる情報をご提供し

たいということで一生懸命準備してきましたので、どうぞよろしくお願いいた

します。  

牧ファイナンシャルプランナ－  

 私はファイナンシャルプランナーをしております、牧努と申します。  

 ファイナンシャルプランナーといっても色々な専門分野があるんですが、私

は保険業界、保険の仕事に長く携わっている関係からか、特にその中でもリス

クファイナンスといわれているリスクに関するプランニングを行っておる関係

から、今日この席に呼ばれました。皆様の役立つような話をしたいと思います。

２人とも演劇部じゃないもんですから、演劇の出来栄えはお互い今一でしたが、

話の内容はぜひ皆様の役立つ内容にしたいと思っております。よろしくお願い

します。  

中村弁護士  

 それでは本日の講義ですが、簡単に流れをご説明させていただきたいと思い

ます。  

 私の方から、先ほどの寸劇で問われている過失、事故発生があった時に先生

方あるいは学校が問われてしまう責任、過失、これは一体法律的にどういうも

のなのかということを、ちょっとワンポイントで解説をさせていただきます。

それを踏まえて、ただなかなか法律的な話をしてもピンとこないと思いますの

で、実際の起きた学校事例あるいは子供が被害にあった事例、こういった事例

をなるべく数多く取り上げて、その中でこういった場合には責任、過失が問わ

れてしまうんだということを分かり易く解説したいなと思います。  

 また、今日、牧の方にも私から是非ということでお誘いした理由は、私は前

職検事でしたから、簡単に言うと今みたいなお仕事をやっていたわけです。そ

うすると、事故が発生した時の責め方、こういったものをずっと考えて検事 5

年やって暮らしておりました。その経験から今逆に警察、検事、あるいは民事、

刑事事件にならなくても民事事件で裁判所がどういったところに目をつけて、

先生方あるいは学校を責めてくるのか、責任を追及してくるのか。こういった

逆側の立場に今は弁護士として立って、色々なところで講演や指導をしている

ものですから、その辺ですね、どうしたらいいのか、あまり抽象的で実践的で

ない話しをしてもですね・・。そういう本沢山あるんですけども、多分なかな

か皆さん見ないでどっかにしまっちゃってると思うんですね。そういう話じゃ

なく、実践的にすぐ使える生のお話をさせていただきたいなと思っております。 

 それと共に、ただ私がこれから言う事故防止対策やリスク管理、こういった



発想で臨んだとしても、やはり事故というのは、事故という名前そのものの通

り、不可避的にどうしても発生してしまう。それを全て防ぐのはまず不可能で

す。発生するということまでリスク管理の範疇に入れて、発生した場合に対処

しておけるように共済金あるいは保険、これの付保、こういったところまでし

なければならないというところまで含めて、お話をさせていただきたいなと思

います。  

 そして今日の講義の仕上がりというか到達目標は、この講義を聴いていただ

くこと自体で、もし何か発生したとしても、責任追及された時、過失があるん

じゃないかどうか微妙になった時に、先生方あるいは学校の過失を否定する１

つの要素に、この講義がなってくるようなそんな講義を考えております。少し

でも北海道の学校のために、我々がお役に立てればなという思いでいろいろ考

えてきました。  

 それでは早速、過失というものについて少し分かりづらいかと思うんですが、

ワンポイントで解説をさせていただきたいと思います。  

 パワーポイントで映し出してお話を致しますが、ここに映したものの多くは

必要な部分として皆様に事前に配布させていただいています。  

 あと様々な事例をこれから私の話しの中で、あるいは牧の話でご紹介します

が、その事例について逐一メモを取る必要はございません。後で資料をある程

度お渡しします。  

 まず、過失について簡単にご説明をさせていただきます。  

 事故が起きると責任追及をされます。その責任て何なのか、簡単に言うと、

３種類ございます。１つが先ほどやったように刑事責任。具体的には「業務上

過失致死」。自動車運転して撥ねちゃった。これも同じ罪名なんですね。業務

に携わっている中で、過失により人を死なせてしまった「業務上過失致死」と

いう刑事責任が問われます。それからもう 1つ、「民事責任」ですね。刑事罰ま

では求められないけれども、損害賠償を裁判所に求められてしまう。あるいは

裁判所以外で事実上求められてしまう。この「民事責任」を追及されることが

あります。そしてもう1つ、後は「行政処分」、行政罰ですね。あるいは事実上

の免職、出勤停止、減給、こういった処分ですね。その３つの処分のうち恐ら

く道内で学校に関わる死亡事故、生徒の死亡事故が発生した場合にどうなるか

というと、３つの責任がまず間違いなく降りかかってくると思います。  

 道内での生徒さんの死亡事例というのは少ないですが、必ずしも起きた時に

刑事罰まで問われてるというわけではないんですけれども、原則は、警察とし

ては、学校事故に対しては報道で先ほどのように大きく取り上げられてしまう

とまず間違いなく捜索に来ますし、刑事事件として立件を視野に、取調べ自体

は普通は行うし、しかも罰金で済ませるのではなく人が亡くなってますから、



起訴をしようという発想で臨んでくるということが通常です。  

 先ほど言った３つの責任、これが発生する大本になる理由は、学校あるいは

先生方に過失がある場合なんです。過失ってなんだろう？と。一般的には不注

意、うっかり、ミス。こういったミス、不注意が認められる場合が過失である

と。ここから先ちょっと分かりづらい話なんですが、但しどっか頭の片隅に置

いておいていただけないと、なかなか事故防止対策、リスク管理というところ

に繋がりづらい話になってしまうので、半分くらいご理解いただければ充分な

んですが、ちょっと頭の片隅に入れていただきたいお話があります。  

 これはなかなか難解な用語で、法律家でも弁護士も検事も実は過失を得意と

している人は少ないです。なかなかマイナー分野といわれているので、ちょっ

とややこしい話をしますが、過失の中身、どういった場合に過失が認められる

んだろうと、「予見義務違反」、「回避義務違反」とありますが、どういうこ

とかと。予想しなければならない、それから予想したならば防がなければなら

ない。事故を予想しなければいけない義務、これが「予見義務違反」。予想し

た事故を防止しなければならない、これが「回避義務違反」。ちょっと分かり

づらいので具体例を入れます。  

 私、つい最近車運転していました。何か事故があったんですね。渋滞してい

ました。警察官がいっぱいいました。その警察官が横断歩道のところで信号待

ちしていたんです。で、事故を見ながらまさか出てこないよなと、当然警察官

ですから思うわけですね。そしたら、突然何か部品を取りになのか、バッと赤

信号で出てきたんですね。これはちょっと予見できないですね。制服着た警察

官ですから。そういう信号無視して突然出てきたということがありました。ち

ょっとボソッと「これ予見できないよな」なんて言ってしまったんですが、そ

ういった予想できないもの、あるいは高速道路走ってて突然塀を越えて人が飛

び込んできたと、これはもうちょっと予想できないですね。こういったものは

予想できずに発生した事故、予想しろと義務として言えないような事故、これ

は過失にはなりません。  

 もう 1つ、「回避義務違反」。例えば、道東走ってると鹿が出てきますね。横

から。これ、頭ではそういうことは予想できますね、よく看板も立ってますし。

ただ、回避できないですよね。突然その止まる制動距離内で入ってきたら、ブ

レーキかけても轢いちゃいますよね。こういった回避できないもの、これも過

失は問われません。要するに予想できた事故、あるいは回避できた事故、こう

いったものは発生してしまったならば、ほぼ結果責任が問われると、平たく言

うとこういう風に考えてください。  

 逆に言うと、過失が問われないという幅はものすごく狭いです。実際に死亡

事故が起こってしまって、そんな死亡はおよそ誰もができなかった。あるいは、



ほぼ回避は不可能だった。こういったものに当てはまらない限りは、過失責任

を問われてしまいます。事例の中では詳しくご紹介しますが、予見できなかっ

た、予想できなかった、あるいは回避できなかった・・・、なかなかこういう

事故というのは少ないです。ということは、先生方の心構えとしては、死亡事

故が起こってしまったら、もう８割９割以上、 99%過失責任が問われてしまう

と思ってもいい。このようにお考えいただいた方がよいかなと思います。  

 さて、具体的にちょっとこの辺は後で説明します。事例を見ていきたいと思

います。  

 ちょっと事例が複雑なものですから、パワーポイントであえて整理しなかっ

たので、私の話だけに耳を傾けてください。後ほど、詳しく事例とそれからそ

れに対する実際裁判になった事件、その裁判の判決、裁判官の判断、これは書

面で皆様にこの講義が終わった後にお渡しいたします。細かいところはそれを

ご覧いただければと思います。まず、皆様にその過失というものをイメージい

ただくために、どういう風に責任を問われるのか、あるいは警察、検事がどう

責めてくるのか、裁判所からなにか “コト ”が起こった時にどういうことを言わ

れてしまうのか、このイメージを持ってもらう。そういうのに適した事例が１

つございますので、まずご紹介させていただきます。  

 そもそも私が弁護士になってこういう仕事をした原点になっている事件なん

です。学校内での事故ではないので、後ほど学校の事例もいくつも紹介します。

まず冒頭には、お子様が被害に遭われた六本木ヒルズでの「自動回転ドアの死

亡事故」というのがありました。施設の管理の瑕疵、過失責任を森ビルの管理

者あるいは自動回転ドアのメーカーが問われた刑事事件になった事案です。私

がその事件に従事したことがきっかけで、色々なお子さんが被害に遭われた学

校事例を含め、あるいは遊園地、こういったものも含めて、色々な裁判例ある

いは裁判に至らなかった事故事例、結構調べられる限り調べたことがありまし

た。その事故、六本木ヒルズの事例は 10年近く前になりますが結構大きなニュ

ースになりまして、もう警察、検事は絶対森ビル側ひいては社長までを起訴す

ると、こういう覚悟で捜索あるは取り調べをしました。結局は、もろもろあり

まして、社長まで起訴は至らなかったんですが、その下の役員クラスあるいは

メーカーの方、皆さん起訴しました。  

 どういう事故だったかというと、自動回転ドアって札幌でもいくつかあると

思うんですが、かなり重い２ｔぐらいの鉄のドアが上からぶら下がって、それ

がグルグルグルグル回る。この事故は、６歳の男の子がドアの閉まり間際に駆

け込んでいって、頭から挟まれて、脳挫傷、頭蓋骨骨折、そして即死状態で亡

くなられた、こういう事故でした。  

 さて、警察や検事として何が問題になったかというと先ほどのお話で、「予



見義務」こういった事故をまず予想できたのかどうか。自動回転ドア死亡事故

というのは、日本ではもちろん世界でも例が無かったんです。前例がありませ

んでした。こういったもので死亡ということがそもそも予測できるのかという

ところが、弁護側ももう予想できないと、弁護士さん沢山つきました。予想で

きないと徹底抗戦してきましたので、何とかこれが予想できたんだということ

を証明しなければなりませんでした。そういった観点からいろいろ捜査をして、

結局はどういう結果になったかというと、やはりこういう死亡事故が起こって

いるところでは、その裏で沢山の事故が発生しています。あの時は、新聞でも

公知になっているので問題ないかと思いますのでお話しすると、負傷事故まで

含めると本当にたくさんの事故が、その自動回転ドア（六本木ヒルズのです）

で発生していたということが分かりました。それを役員クラスあるいは社長も

その一部ですが認識していたんです。そうすると、その中には頭を挟まれて怪

我を負ったと、亡くなりはしませんでしたが、怪我を負ったような事例もあり

ました。そんなことが起こっていたならば、１歩間違えれば頭挟まれて亡くな

ることは当然に予測できたでしょうと、こういう証明の仕方をしていくんです

ね。森ビルに入って “ガサ ”して、色々な資料を集め情報を得て起訴に踏み切り

ました。  

 また、「回避義務」というのは、これはもうすぐ近くの三越恵比寿店に僕が

現地にいきました。そうすると同じように自動回転ドアがあって、侵入する閉

まり間際のその位置に侵入防止柵、大きい盾みたいなのが置いてあるんです。

そうすると侵入できないんですね。簡単に防げます。こういった証明をして、

でも六本木ヒルズはいずれもやってない。予想できたのに、ちゃんと予想して

対策立てなかった。防止もしようとしなかった。こういったことで起訴をして、

裁判所もほぼ検事の認定通りに過失を認めて有罪判決ということになりました。 

 まず、ちょっと事例だけざっと紹介をさせていただいて、今日扱う事例は私

からは５つ、また牧からは複数あります。ちょっと頭に入らないと思いますが、

ざっとお話だけさせていただいた上で、１回休憩を挟んで、その後、防止策で

すね、その事例で一体どんなことをしていれば、どんな発想で臨んでいたのな

らば責任を問われなくて済んだのか、あるいは、ひいては事故が発生しなくて

済んだのかというところまで、後半でお話をしたいと思います。  

 まずどんな事故が発生しているのか、イメージを持ってもらうためにざっと

ご紹介をさせていただきます。  

 続いて、これは是非、先生方に覚えておいていただきたい裁判例がございま

す。サッカー競技中の落雷事故で、失明そして半身不随になったという裁判事

例をご存知でしょうか。これをまず知らないということになっちゃうと、もう

そのこと自体が、何か “コト ”が起きた時に先生方の過失を認める１つの事情に



なってしまう、といっても過言ではないぐらい有名な裁判例なんです。これだ

けは少なくとも、頭に入れておいていただきたいという裁判例です。  

 最高裁の判例なんです。どういうことかというと、課外のクラブ活動中のサ

ッカーの試合をやっていたんです。午後２時ごろ、ゴロゴロ雷雲が出てきて空

が暗くなって、その後３時ごろからドカドカ雨が降ってきました。雷もゴロゴ

ロゴロゴロ鳴ってるんです。土砂降りが４時ぐらいに止んで晴れ間がのぞいて、

雲もだいぶ開けて晴れ間がすっかりのぞいて、遠くの方で雨雲がゴロゴロいっ

て時には雷がスーと走ってゴロゴロとする。こんな状態で、やっと上がったか

なということで試合を、中断していたのが再開されたんです。再開直後に、空、

上は晴れてるんです。それなのに、何故か雷がドスンと落ちてそういう後遺障

害を残す大事故になってしまった。  

 裁判所は地裁、高裁、最高裁と三段階構造になってますが、一審･二審では過

失が否定されました。これは私立学校だったんですが、どういう訴え方をされ

たかというと、教師の責任追及と共に学校側も賠償責任を求められました。一

審･二審は過失が否定されたんです。もう、雨が上がって晴れ間が出てる。そう

いった中で、遠くに雷雲があるからといって試合をしない、雷が落ちると、こ

ういうことを予見できたんだろうかと、一般的には予想できないんじゃないか

と、こういう判断が一審･二審でなされました。これは弁護側、弁護士は僕の実

は大学のゼミの先輩がやってたんですけども上告しまして、最高裁では何言っ

てるんだ一審･二審の裁判官は、そんなもの予見できるに決まってるでしょと。

ちゃんと色々な文献、先生方、生徒の安全に関わる先生方が色々な安全に関す

る本見てれば、年間、雷の死亡事故なんてのは 10件近くいつも起きてる。それ

から、遠くで仮に鳴ったとしても、鳴ってる以上は安全なところに避難させる

べきと、どの文献見たって書いてあるでしょと。一審･二審の裁判官は、あなた

達も常識が無いんだよ、とこれじゃダメだということで、見直しを指示したん

ですね。そして見直しを指示して、判決変えたわけです。結局最終的には高等

裁判所に差し戻しされて、高等裁判所で過失ありというふうに認定が覆りまし

た。その事例は、僕からしても当然に過失が認定されるべき事件であって、そ

の論法としては安全に関わる先生方であれば、当然に予見できる事故だと。何

故か、何故ならば、色んな本が出ている。その本を１冊でも読んでいれば、雷

に気をつけろと、過ぎ去ってもゴロゴロ鳴ってたら避難させろと書いてあるで

しょと。それも読まないで、過失無しと、ご遺族が何でそんなのに納得できる

のかと。当たり前の判決だと思うんですが、当たり前というと先生方に酷かも

しれませんが、裁判所は最近、厳しいです。そういう後付で、理屈で責めてき

ますので、厳しい現場のご意見も沢山聞いてるので、理解が無いわけではない

んですが、裁判所は非情に冷たいです。簡単に過失を認定されました。  



 この裁判例がモデルケースになりまして、その後の裁判所で、生徒あるいは

子供の過失を判断する時にその最高裁判所の例がモデルケースになって、その

最高裁判例を知らないで弁護してる弁護士には、裁判所冷たいですね。「弁護

人ね、過失無いって言ってるけど、最高裁の判例見ました？」と。「あれでも

過失認められてるんですよ。あなたが過失ないって言ってるこの事件、結論見

えてるでしょう」まで言います。非情に厳しいです。ですからその最高裁判例

で過失が認められてるということを前提にすると、なかなか事故が起きた時に

過失を否定される事例というのは非常に少ないと思った方がいいと思います。

またこの件は後で、休憩明けに具体的に話をしていきます。  

 今の事例でお伝えしたかったのは、先生方には、初歩的な勉強は当然にしな

ければいけないという義務が、最高裁によって課されてしまったと、こういう

ことになります。その事件を参考に今後過失を争う弁護士からすると（遺族側

についた弁護士ですね）こういう風に言ってると文献を漁ってきますね。色々

な文献を持ってきます。この文献に書いてあると、何でこれを読んでないんで

すか。過失じゃないですかと。予見できたでしょと。ちゃんと勉強してれば、

こういう責め方をされちゃうんですね。それのまた防衛策ということは休憩明

けにお話をさせていただきます。  

 続いて、よくありがちな事例でお話したいと思いますが、野球の事例。これ

も裁判例、民事裁判になりました。これは公立高校でのお話です。よくある光

景ですが、グランドでノック練習してたんです。その後ろで今度は別の方がゴ

ロを投げて、ゴロ取りの練習と、バットで打って捕るノック練習。それからそ

の後ろでゴロだけを捕らせるゴロ捕り練習、これを同じ場所で平行してやって

いたと。よくありますよね。同じグランドで色々な部が混合して、ゴチャゴチ

ャになりながら狭いところで練習するというのは、まあ当たり前にあることか

もしれませんが。その事例で、ノックをしたボールがゴロ捕り中の男子生徒の

目に当たって失明をしてしまった。失明だったと思うんですが・・・。こうい

う事例です。さて、それで被害者あるいは親は、公立学校ですから、教師、個

人を訴えられないんですね。学校自体を訴えることになります。国賠請求です。

国賠請求で、結局かなり多額の賠償義務を負わされました。過失も簡単に認定

されました。  

 「予見義務」当然そんな狭いところでやってたら発生するのは予想できます

よね。「回避義務」をしていたか、「一緒にやるから気をつけろよ」という注

意はしてたんですね、先生は。ただ、それだけ。結局、時間差で本当にそれを

一緒にやらなければいけなかったのか。他のメニューで同時にやるとか、何か

工夫はできなかったのか。あるいはネット張ったり、１人監視役を最低限つけ

て、打つ時は「打つぞ」とか「注意しろ」とかそういう掛け声、こんなことも



何も工夫していない。色々とやり方はあると思うんです。まず工夫をしてない、

考えてないと。そこで、「回避義務違反」を認定されて過失を認定されました。

ですから、よくありがちだなと思うのは、狭い所で複数の競技をやって、そう

いうことが想定されるとすれば、現実的にできる指導が何かないか、大きなお

金をかける必要はありません。何か工夫はできないか、そこを考えて対策を一

応のものは講じておかないと、もうなにか “コト ”が起こったら 100%責任を問わ

れると、それを少しでもリスクを軽減するために何かできないかということは、

休憩の後にまたお話をさせていただきます。  

 もう１つ、これも野球の事例ですが、ハーフバッティング。普通ピッチャー

からキャッチャーまで 18mですね。それを 2/3、 12mに縮めてピッチャーが投げ

てました。それで打ったと。その打球が頭部に当たりました。後遺症、半身不

随だったかな、後遺症を負いました。こういった事例でございました。これに

ついても多額の賠償責任を負わされ、これも公立高校で同じような国賠事案に

なりました。 公立だと、先生個人に責任がいかないという風に勘違いしてら

っしゃる方もいらっしゃるんですが、基本的には国賠となると、学校、国が訴

えられるわけです。但し、その教師個人に重たい大きな過失がある場合には、

国側から求償、損害賠償の分担を求められるということが制度として成り立っ

ておりますので、先生方としてもウカウカはできないところでございます。そ

れを越えて、そもそも刑事罰あるいは信用失墜、それから行政処分というとこ

ろにも関連するので、私立だろうと公立だろうとここでの危機意識の持ち方は

変わらないはずだと思います。それに今の事例については、これは大リーグで

の（私かなり野球マニアなんですが）、あの石井一久なんかも頭に受けてまし

たね。そういうのは当たり前の話であって、今はもう、高校野球ではヘッドギ

アの着用が普通は義務付けられているはずですね。バッティングピッチャーに

は、そういった事もない。だいぶ古い裁判例だったんですが、そういうことを

すればやはり薄暗い時間帯だということもあったんですが、当然予見できただ

ろうと。そして回避の措置。何も講じていないと、ヘッドギアまでいかなくて

も、当時ネットを前に張ってそこからピッチャーが投げるとか、あるいは強く

打たないだとか（僕は元野球部だったので）。そのぐらいはもうやってたはず

なんですが、やってなかったんですね。ネットも無しでやってると、非情に危

険な状態でした。両方の義務を尽くしていないということで、過失は簡単に認

定されました。  

 そしてもう１つ、柔道の事例。柔道部での脊髄の損傷だったかな･･･。首から

落とされて、ということで大きな後遺症を患った事例です。これは私立高校で

した。練習中の事故ではなく、この事例は練習の前ですね。練習の前に、遊ん

でたんですね、部員同士で。プロレスごっこをしてました。ある部員が、その



被害部員をいきなり掴んで、プロレスでいうパワーボムみたいな形で、頭から

下に落とす振りをしようとしたら、手が滑って本当に落としちゃった。こうい

う事例なんですね。そこに、先生は居合わせませんでした。その先生、学校、

それから加害生徒、ここに過失がないかということで損害賠償を求められた事

案であります。私立学校なので、個人責任も降りかかってくる、こういう事故

です。 さて、過失があるのか、先生側は争いました。練習の前にそんな悪ふ

ざけをしてるなんてことは知らなかったと。練習中はちゃんと見てるし、そう

いう事故は発生しないように指導してたと。パワーボムなんて柔道ではありま

せんから、そんなの予見できなかったと。「予見義務違反」なんてないと激し

く争いました。ところが、裁判例は知らなかったということは許しませんよと。

さきほどの六本木ヒルズの事件で、250何件知ってたから予想できたという言い

方、僕しましたけど、逆に悪く捉えるとじゃあ知らないようにしろと。「予見

義務違反」とられちゃうから、予見できなかったと持っていくために、事故情

報は現場だけに留めておけと。上に上がらないように遮断しろと。こういう指

示を弁護士がしたら、上の方はじゃあ予見できなかったといって免れられるの

か、というとそういうことはないんです。そのことを改めて確認した裁判例で

もあったんですが、その柔道での裁判例は、そういうことが日常的に客観的に

行われていた。それを把握しようともしてなかった。高校生が悪ふざけして、

元気盛んに格闘しているわけですから。もう色々そういうことを戯れている。

そういう事故っていうのは他でも沢山起きてるわけです。そんなことは常識的

に、あるいはちゃんと事故事例というのを１回でも見ていればそんなの分かる

でしょと。それを把握しようともしてない、だから予見できなかった。そんな

話は認めませんよと。ちゃんと勉強しなさいということですね。分かってなさ

いと。  

 予見はできましたと、「予見義務違反」を認めたとしたら、ちゃんとそうい

うのを把握して、そういうことをしないように徹底する。指導あるいは監視を

する。監視までいかなくとも、指導するというところをやっていれば防げたん

じゃないかと、「回避義務」もとってないということで過失を認められました。

これも多額の賠償責任を負わされました。  

 賠償責任て一言で言いますけれども、死亡するとどのくらいの賠償額になる

かというと、普通は生徒さんが亡くなると６千万、７千万、この前後になると

思います。後遺症が残る、これが一番多いんですが、そうすると億単位です。

１億、２億、場合によっては３億。こんな膨大な金額になってしまうんです。

公立高校でも場合によっては現場の先生方に大きな過失という風に認められて

しまうと、求償を受ける可能性があります。私立学校では、ダイレクトにその

先生方あるいは管理責任を負う教頭先生、校長先生のところにも賠償責任とい



うのがきてしまうわけなんです。  

 こういった事例、今ざっとご紹介した事例で、果たしてじゃあどんな措置を

とっていれば、どういう発想で運営をして工夫をしておけば、あるいは指導を

しておけば、こういった事態を免れることができたのかと。あとで起きてサン

ドバック状態にならないように済んだのか、といったことは休憩の後で詳しく

お話をさせていただきたいなと思います。  

 引き続いて牧の方から、事例をご紹介させていただきます。今度は、裁判に

至らないで済んだ事例、これを中心にお話をしていただきたいなと思います。  

 

牧ファイナンシャルプランナ－  

 それでは引き続き、私の方から今中村の方からも話しがありましたが、裁判

というのは当然皆さんご承知のように公開されるものになっていますので、一

部例外はありますが、当然新聞にも載ります。皆さんの目にも留まるはずです。

しかし世の中には実際には裁判に至らないで、良くも悪くも解決に至っている

沢山の事例があるはずです。なぜかというと、良くも悪くも保険で支払ってい

るから、ということもあり、私の方では今日、この会議の前にできるだけの事

例をと、色々な保険会社から情報を集めております。学校での事例を中心に集

めておりますが、他の施設での事例、先ほど中村からも六本木ヒルズ等の事件

の例がありましたが、他の施設での事件というのも少し交えながら話をしてい

きたいと思っております。  

 何故事例ばかり前半に持ってきたかというと、こういう考え方をしているか

らです。当然、事故は起きないのが一番です。未然に防ぐ為にはよく皆さんも

色々なところから危機管理に関する資料等を目にすることがあると思うんです。

リスクを洗い出せとか、状況を考えろだとか、自分と置き換えろ、とは言いま

すが、それはなかなか簡単ではないですね。実は、今日 20分ほど早く着いたも

のですから、今日、皆さんと同じ資料をいただいて拝見しておりました。沢山

色々な内容の講演等があるようですが、皆さんの普段の業務では、とてもとて

も危機管理というのが業務の中心では・・。もちろん、まあ大事なところであ

るでしょうが。やらなきゃいけないことが沢山ある中で、それでさらにリスク

の洗い出しって言われても大変だと思います。それで一番手っ取り早くって言

うと変ですが、他での事例を沢山、今日せっかくお時間を頂戴している中で知

ってもらうことが役立つのではないかと考えて、まずは事例を用意しておりま

す。  

 賠償責任保険で実際支払った事例ということは、つまりは責任があると保険

会社が認めて払った事例です。なので、皆さんのお手元の資料のうち６ページ

を開いていただきたいのですが、そこに三角形の図があります。これは私がち



ょうどこの仕事を始めたばかりの頃に、教わったのを元にいつもこういう話を

する時に使うものですが、この三角形を見ながら、これからの色々な事例をこ

れ見ながらどのへんに当てはまるんだろうなって考えてもらいたいと思います。

この図形については後ほど細かくお話します。  

 さて、これは（画面上の事例）大学のアメリカンフットボール部の夏合宿に

参加していた男子学生が、練習中に突然体調不良を訴えました。その後救急車

で病院に運ばれたんですが、残念なことに４時間後に亡くなられました。どこ

が悪かったのかという話なのですが、私がこの事例を一番に持ってきた理由で

もあるのですが、当然こういう出来事があると、指導管理の不十分な点がある、

と言われてしまうだろうということは皆さん想像がつくと思うんです。が、実

は、もう１つ病院に搬入されるまでに時間がかかってる。これ報告が遅かった、

119番するのが遅かったんじゃないですよ。危機管理上、合宿場所の選定に問題

があるってところまで指摘されています。通常、これは大学の事例なので高校

の合宿でそんなに山奥行くかわかりませんが、私も大学の頃スケート合宿とい

うのを受けて、日光のすごく奥の方に行ったんですけど、合宿って通常あんま

り街のど真ん中でやらないですし、札幌でいうならば医大病院の真ん前とか市

立病院の真ん前とかで合宿やらないと思うんです。ですが、場所の選定に問題

があるとまで言われて、大学に責任が認められたという事例です。ただし、認

定額見てもらうと 300万で示談なので、全面的に悪いとは言われてはいないんで

す。ただ、こういうところでも問題があると言われてしまうんだな、というの

をまず最初に見ていただきました。  

 法律的にどうのこうのというのは、今日弁護士の中村さんがいる手前なので、

私からはその辺はちょっと省きたいと思います。お手元の資料に記載の三角形

とやや違う、予測と回避、中村先生は予見という言葉を使っていました。私は

日常的に予測という言葉を使わせてもらってますが、予測と回避、この三角形、

底辺のほうが広いです。当たり前です。三角形は底辺のほうが広いんですが、

予測可能であって回避もできる、こういうのがもちろん多いんです。真ん中へ

んが予測は可能なんだけど、回避することは難しい。上の方へいくと事例とし

ては少なくて予測も難しい事例。言われれば当たり前なんですが、この図を常

時頭の中にイメージしてもらうと、そしてお手元の６ページの資料はここに（画

面上で）線が入っています。この線が、つまり予測も難しいといえるものが、

線が下がってきています。なぜかというならば、予測を超える事件や事故が非

常に増えているから。「知らなかった」とか「まさかそうなるとは思わなかっ

たよ」というのがなかなか言いにくい時代になってきているので、この予測も

難しいという三角形の上の方のところが最近広がりつつある。そういう世の中

だなと思ってもらいながら、今後の事例もいくつか見ていただきます。  



 支払い事例の２番目で、冒頭の私どものお粗末な寸劇でも熱中症というテー

マを取り上げましたが、これは本当に実際あった事例です。大学のレスリング

部の部員の方がコーチの指導の下でスパークリング、熱中症により意識不明、

２日後に亡くなられた。両親により損害賠償の請求があり、先ほど中村先生か

らも賠償額なんて話がありましたが、大学側の過失が約 50％で、和解で 3,880万

です。 50％でということは、やはりトータルでは７千万くらいの賠償額という

ことになっているはずです。同じく（画面上の次の事例）バトミントン部の合

宿で練習中に学生が熱中症で倒れました。この時にも、責任を、まあ一部なん

ですが 780万の請求を受けております。  

 次に、急性心不全。急性心不全というと、熱中症よりもここまで言われても

なと思うことがあると思うんですが、でもこれでも責任を認定して保険金を払

っております。クラブ活動中、マラソンの間に生徒がいなくなった。捜したと

ころその生徒が倒れてました。心臓止まって亡くなってました。あるいは（画

面上の）野球部の活動中に急性心不全。まあ、急性心不全て結果的に死因がよ

くわからないと、結局急性心不全と名前がつくんですが、急性心不全で亡くな

った方がいて、ここもやはり責任があるだろうということで 220万円の支払いと

いうことになっております。  

 私の母校、札幌開成高校の校長先生、今日この会場にも起こしになっていら

っしゃるかもしれませんが、高校の時に支笏湖まで歩くという８時間の強歩遠

足、遠足なのかな？という行事がありました。その時こういう出来事は起きま

せんでしたけど、高校の同級生で今でも親しい、当時の野球部員の話ですが、

野球部と応援団は走って支笏湖まで行かなきゃならないという使命を帯びてい

て、野球部応援団は支笏湖まで真駒内から走らされてました。けど、当時の生

徒の方が体力あったのか、誰もなんともなかったんですが、今この仕事をして、

この事例を見ながら思うと、あの時何かあったらどうだったのかな、なんて思

いながらこの事例を拾っていました。  

 続いて部活動ですね。部活動は中村さんの方からも幾つかの話しがありまし

たが、今度の事例（画面上の事例）はちょっと違います。２m間隔でキャッチ

ボールをした。グランドが広ければいいんですけど、私もたまに仕事で札幌市

内あちこち行くと、自分の母校を含めてあちこちの高校や小学校、中学校をみ

ますけど、グランドはやっぱり東京に比べれば北海道のグランド広いです。け

れど、かといって野球部はここで、反対側ではどこどこ部で、という訳にはい

かないからやっぱり間隔狭くなると思います。そんな中で起こった出来事です。

隣の組のボールが逸れて眼に当たって、後遺障害９級、あるいは（画面上の事

例）同じく部活動で打球が顔面直撃、網膜剥離で後遺障害 13級というのがあり

ます。  



 同じく野球部に関係しますが、今度は人間の行動ではなくて建物の方の管理

の事例です。施設の管理上の責任を問われて保険金を払った例で、グランドに

壊れたままでピッチングマシーンを置いてあったんですね。野球部の活動後に、

このピッチングマシーンで遊んでいた野球部員が、ピッチングマシーンでボー

ルが飛んできたんじゃなくて、アームが当たったと。これで、頭蓋骨骨折、脳

挫傷で障害、後遺障害７等級が認定されたという事例もあります。  

 施設管理という意味ではもっと分かりやすいのが施設管理上の賠償責任。何

でこう分かるかっていうと、賠償責任保険というのは幾つもあって、そのうち

の施設賠償保険というので払ってるのでこういう事例が残るんです。（画面上

の事例）学校の水泳の授業の終了後、先ほど中村さんの方からも柔道部の時間

前って話がありましたけど、これは水泳の授業終了後、自由練習の際に、プー

ルの底に頭を打って生徒さんが頚椎捻挫となってしまって、後遺障害が残って

しまった事例。  

 この事例（画面上の）ちょっと出すの躊躇ったんですが、小学校の土間で清

掃作業中、下駄箱の防止用架の針金もちゃんとあったんですけど、外れてしま

った。下駄箱がひっくり返って、３年生の女の子がその下敷きとなって脊髄損

傷の重傷を負った。迷った理由、多分お分かりかと思いますが、道内でも古本

屋さんの事故があったので、ちょっと、この事例を出すのはどうかなとも思っ

たんです。あれはニュースになった出来事なのですが、やはりそういう時にも

施設の賠償責任というのは当然問われてきます。中には下駄箱に乗っかってし

まったとかもあり得るんでしょうが、それも想定しなければダメだというのも

片隅に置いといてもらえれば。  

 （画面上の図を使いながら）賠償のリスク事例っていうのは、実はどうして

も一番重いところ生徒さん対象になるんですけど、皆さん当然日常の仕事上、

意識はなさってると思うんですが、学校を取り巻くものっていうのは沢山ある

はずです。一番間近では、学校があり経営者である方、私立の場合は経営者の

方がいたり、教職員の方もいて、そして生徒さん。今生徒さんを中心で取り上

げたので（画面表示の図では）ちょっと大きくしていますけど、その後ろには、

生徒の父兄さんがいて、父兄の奥には第３者。第３者ってことは、つまりはそ

の生徒さんや父兄でもない近隣の住民の方、市民、町民、村民、道民、広く取

れば国民まで含めての第３者。ただリスクを考える時、国民までいくと話しが

大げさなので、近隣住民の方に対する賠償という事例も実はけっこうあります。 

 （画面の事例）大学の事例からいきます。樹木が倒れて、大学敷地内の駐車

場に停めてあった車２台が下敷きとなって損傷。木が倒れたんだけど、台風通

過の２日後だったんです。台風通過して木倒れたんだから、そんなものはって

気もするんですが、やはり責任が重く問われて、これ自然災害の影響で不可抗



力の事故というよりは、樹木の維持管理を怠ったからでしょうということで、

大学側にも賠償責任を負わされた。これ 150万の被害、車はベンツではなかった

んでしょうね。ただこれは物で良かったんですけど、同じ確率で木が倒れてそ

こに人がいたらどうだろうというと、これは車のボンネットで 150万で良かった

ねっていう話では済まない。もしも、人がいたらどうだったんだろうという風

に考えてもらうと、この事例っていうのは決して小さな事例ではないと思いま

す。  

 第３者に対する賠償保険の支払い事例として、より最近増えてきているのが、

広い意味での管理上の責任を問われてるケースなんです。（画面上の事例）自

転車で登校中の生徒さんが、ご年配の女性が乗っている自転車とぶつかってし

まったと。最近自転車による事故っていうのが、非常に増えてますね。その年

配の女性が転倒の際、頭を強く打ってお亡くなりになってしまった。このケー

スの場合はどこが問題だったかというと、事故発生場所。これ学校の交通指導

の管轄下にあったんです。ここが難しいところで、じゃあ学校の交通指導しな

かった方がいいのかというとそうもいかない。当然必要なことなんですが、た

だ、毎月３回もこの先生方が朝の登校時間に合わせて監督したけど、やはりど

んなにやっても当然限界があって全ての道路に張り付く、雪祭りやヨサコイよ

ろしく警備をビシッとするわけにはいきませんから、当然にやむを得ない隙間

は出るんですが、そこまでやっていても一応責任があるよねと。ただ全面的に

問われたかどうか 150万の賠償で済んでるという言い方はおかしいけども済ん

でいるので、全面的に責任を問われているわけではないとは思うんですが、た

だ一部責任を問われています。  

 後にもお話しますが、自転車で登校中の生徒さんを、どこまで実際に管理し

なきゃならないかって難しい問題だと思うんですが、生徒さんご自身の怪我も

もちろんですが、その生徒さんが今度加害者になってしまうっていうケースも

充分にあるので、後半にもう１回お話はします。こういうケースなんかは、今

日ここにいらっしゃる皆さんは校長先生の集まりなので、普段色々なこと考え

てらっしゃると思うんです。その（画面上の事例）毎月３回、ちゃんと監督し

てる先生方や、あるいはその生徒さん達にも知っといてもらった方がいい事例

の１つなんではないかなと思います。  

 これ（画面上の事例）は、そんなことそうそう無いよと思う方と、いやあり

得るなと思う方と分かれると思うんですが、大学の授業の一環として展示会を

開催していてちょうどそれがアートなんです。雨水の溝に文字を浮かぶように

したから、そんなことがあるかどうかは別としても、学校祭その他で色んな施

設を一般人が沢山通行するということもあり得ると思えば、そう遠くない事例

かと思います。蓋開けたまま無人の状態になっていて、通りかかった方が落ち



て負傷。実は違う施設ですが、函館でマンホールの蓋開けたままになっていた

所に人が落ちて、怪我し亡くなったという記事も、新聞に載ったことがありま

す。もしかしたらそのケースと同じで、学校内に出入りする人がいると思うん

ですが、そういう時にたまたま何か開けてあった、倒れてきたっていう時には、

やはりこういう管理責任を問われるケースというのは充分にあり得ると思いま

す。  

 第３者への賠償がもう１つだけ続きます。自転車でジョギング中の走行者と

ぶつかったケースや、あるいは陸上の部活動において、ちょうど曲がり角で、

相手の方がどうしても高齢の方が続くのは瞬時にパッと避けられないのもある

んでしょうけど、高齢の方が重傷を負ったケース。３つ目はスケート合宿でス

ケート走行中、相手の方もスケートしているんでしょうけど、大きな怪我を負

わせた。これ（画面上の事例）、以外と金額が少ないのは、スケートというの

は、そもそも危険なスポーツの１つなので、スケートをしている人にも相応の、

相手にも注意もあるだろうし、相手も覚悟をしないとスケートってのはできな

いので、歩いているわけではないので、そういう意味では、同じ賠償事故でも

ちょっと金額が違うんです。ただ、どれもこれも学校の行事の活動中で、しか

も第３者にまで賠償をしなければならないケースとなっております。  

 では、先ほどのマル（画面上に表示されていた図）が幾つかあった中で、皆

さん気になってるところあるかもしれませんが、生徒、第３者と見てきました

が、今度は近い方でいきます。  

 教職員の方々。ある意味生徒さんていうのは３年間で卒業してしまうし、第

３者の方々というのはかなり遠くですけど、教職員の方々というのは皆さんの

周りにいつもいて、転勤等あるでしょうけど、長年いらっしゃいます。その方々

への賠償というのも、これからは考えておかなければならないんではないでし

ょうか。ただし、これはナーバスな問題なので、あえて参考として違うところ

から事例もってきました。最近非常に過労、そして過労による自殺というのが

増えております。またいわゆるメンタルヘルスですとか心の健康なんていう、

やたらそういう綺麗な言葉が出回っておりますが、言葉は綺麗ですがこれ非常

に最近は大きな問題になってきています。どれも新聞に載った事例なので、一

番上のD(資料 )は、とある大きな広告代理店なんですけど、これ非常に有名な事

案で、過労による鬱病によるというのがあります。自殺するまでにいかないま

でも、職場で色々と普段のストレスが、学校の先生方も含め皆さん大変なお仕

事なので。ついこの間も、道新で教頭先生受難の時代、なんていう記事を私も

拝見しましたが、皆さん日々の業務の中で色々なストレスを抱えていらっしゃ

るはずです。その結果鬱病っていうのは、決してこう遠くない話題かなと思い

ます。今日は、道内のあちらこちらからいらっしゃってると思うので、帯広地



区の方いらっしゃるかもしれませんが、一昨年になりますが、音更の農協で職

員の方が過労による自殺というのが新聞で大きく報じられました。その時には

１億 900万円の損害額が認定されて、道新にもこんなに大きく載ったんですけど、

そんな事例もでてきているので、これからはこういったことも賠償ということ

を考えなければならないのかもしれません。  

 あと、これ（画面上の個人情報流失の事案）は最近新しい出来事なので、賠

償保険支払い事例としては実はまだ生じていませんが、今後、やはり増大が予

想される賠償ということで参考までに載せました。  

 相変わらずと言ったら申し訳ないんですが、相変わらずUSB持ち歩いただと

か、PC持ち歩いたとか、答案用紙がどうのこうとかというものによる個人情報

の流出事案。これによる賠償請求とまでなかなか行き着いていないので、まだ

良いんですが、個人情報の流出が何故こんなに騒がれるかというと、その流出

した情報が悪用される。例えばだけど、生徒さんの名簿情報が流出すると、お

宅のお子さんがというのと、具体名で「開成高校です。お宅の息子の牧さんが」

っていうのと、当然聞く側のインパクトが違うんです。電話に出た親の方に「開

成高校です。息子さんの努さんが」ってなると、「学校ですけどお宅の息子さ

んが」っていうのとインパクトが違う。つまり騙されやすいですよね。  

 個人情報流出がなぜおっかないかというと、そういう悪用された場合のリス

クがでかいのでおっかいない。ただしそれによる事件とかそこまでいってない

ものだから、今のところなぜかポワワーンとしてるのかなと思うんです。私は

リスク管理の仕事をしている都合上、よくまあこれだけ騒がれている中で情報

流出になるような事例が多いなと・・・。  

 あとは、インターネット上の情報管理。何を言いたかったかというと、これ

高校よりも小学校とかの方で多いんでしょうか。インターネット上での悪口、

生徒同士の誹謗中傷、ひいてはそれからイジメ。さっきの話に戻りますが、そ

れが今度生徒さんの心労につながり、そして最悪の場合は自殺。学校はそれ知

らなかったのか、なんていうのが言われないとも限らない。という意味ではこ

ういった情報管理、この辺も学校の先生や生徒も含めて、今後話し合った方が

いいのではないかということでも、最後の方として載せさせていただきました。

こういった事例なんかは、これからの賠償事案としては皆さんに考えてもらっ

た方がいいのかもしれません。  

 それでここまでは色々と保険金の支払事例を中心に話しました。こういった

事例が沢山あり、しかも極一部です。今日最後に皆さんにお配りしますが、こ

の他にも沢山の保険金支払い事例、その他保険支払事例ではありませんが、情

報流出事例も沢山載せてあります。ちょっと北海道の事例が入っているので、

あれこれどこどこだなと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、情報流出案



件に限っては新聞からとったことで、一応公表されている出来事なので、その

辺はご容赦いただきたいと思います。  

 後でお渡しする資料を見ながら、ここではまずこういった事例が沢山あるよ

ということを理解していただき、６ページの三角形を見ながら、こんなことあ

ったけど予測できるか、避けられるか、予測もできないのか、どの辺なんだろ

う・・・。多分、皆さん意見違うと思うんですが、そう思いながら見ていただ

きければまずは幸いです。  

 それでは事例ばかり沢山聞いて嫌やな気持ちになった方もいらっしゃるかも

しれませんので、ここでいったん気持ちをリセットする意味をこめて、５分間

休憩のお時間をとらせていただきたいと思います。まずはありがとうございま

す。  

                         ≪５分間休憩≫  

中村弁護士  

 沢山の事例を聞いていただきましたが、後半は具体的にどういう対策をとっ

ていったら事故防止ができるのか、あるいは万が一発生しても責任というもの

が発生せずに、あるいは軽減させることができるのか、というところのちょっ

と踏み込んで実践的なお話をしたいと思います。  

 先生方の学校に恐らく、こういう道教委さんで作成された「危機管理の手引

き」というものが、いつの日か配られているはずだと思うんですが、見たこと

ありますでしょうかね。こういった物や色々な書籍なんかに、事故発生時ある

いは事故発生後の対応マニュアルというものは、割と沢山出回っているんです。

その辺は比較的先生方の頭には入っているのかなと、発生後はなんだかんだで

色々なところに報告。慌ててなさるでしょうし、それがご存知な方も周りに沢

山いらっしゃると思うんですが、なかなか事故防止のために実際何をどこまで

していいのかと、すべきなのかと、あるいはどこからが責任が発生するライン

なのか。この辺に踏み込んで書いた解説本だとか書籍、情報というのはあんま

りないと思うんです。何故かというとなかなか多分書籍化すると語弊が出てく

る。すごく繊細な部分かなと思うんです。ですからなかなか一般化した話しが

しづらい分野でもあるんですが、ただし、あえてそこを、私の口から大体自分

の経験上、このラインまでやっておけばいいんじゃないか、あるいはここまで

は是非考えて対策をしてほしい。ただ、そこまでがせいぜいじゃないかと、す

ごく語弊があって無責任な言い方になるかもしれませんが、そこから先はでき

るところまでやれば望ましいけれどもなかなかできませんよねと。そのできな

い部分のところで事故が発生した場合もリスク管理できるように保険というも

のがあるんですよと、こんなイメージが今日の講義なんです。  

 僕も逆にこういう仕事をしている関係上で、実は危機管理の話とか、受講生



にまじって聞いていることが多いんです。色々なところで情報を盗むというか、

嫌な言い方をすると、勉強しているんですが、なかなか聞いてて、さてこれ聞

いて何をやれって言うの？と一言言いたくなる講義が多いです。それで終わっ

ちゃうと、あまり意味がなかったなという話になっちゃうので、僕の言い方に

語弊があるかもしれませんが、ここまでやっておきましょう、やっておけばい

いか（いいわけはないんですが）、現実的な話としてここまではやりましょう

と、なかなか歯がゆい言い方になってしまって申し訳ないんですが、そこまで

踏み込んだ話をしていきたいと思います。  

 １つ事前にお話しておくと、保険の話をしておりますが、学校ですと、日本

スポーツ振興会の災害共済金というものがございますね。それは多分加入を勧

められていると思うんですが、ただ、それで必要充分かというと、先ほど言っ

たように賠償額、死亡事故の場合にはもう７、８千万、６千万から８千万前後

でしょうか、くるわけですね。それは・・・足らないですね。残念ながら。語

弊はあるかもしれませんが、自動車でいう自賠責保険ように考えておいた方が

良いかもしれないです。それで不足する部分をさて本当に補わないでおいてい

いのか。その共済を使ってない、そこを加入してないというと、じゃどうやっ

て発生した場合にリスク管理するのと。それ全部防ぐ覚悟があるのかと。なか

なか無理ですよね。不可能ですよね。その辺のところをこの機会にですね、一

度真剣に考えていただければな、という意味でこういう講義にさせていただい

ております。  

 さて、先ほどの六本木ヒルズの事例ですが、私は検事をやって先ほどやって

いた調べなんてもんじゃないですよ。最近検察叩かれてますが、まあ叩かれる

でしょうね。そういう仕事です。全力で嘘吐く人相手にやってるわけですから、

まああれは、新聞報道の事件はあれはありえないし、卑怯ですよね。あそこま

でいかないにしても、まあ不正な手段を用いなくても、やっぱり取り調べの中

ではかなり厳しいことをやります。徹底的に丸裸にするつもりで調べ上げます

ね。六本木ヒルズの時も、とにかく予見できたんだというところを出すために、

六本木ヒルズの社長室にズカズカと入っていって、全部の書類をがさがさださ

せて、それを何度も何度も繰り返して、社長あるいは幹部の耳に事故情報とい

うのがどれだけ入っていたのか、諸々の書類、データ等の一切合切、どこまで

の情報を把握していたのかということを徹底的に調べ上げて、沢山の事故事例

が出てきたんですね。ですから、先生方の学校で何か “コト ”が起こった時、校

長室に入ってきますよ。僕みたいな小生意気な検事がですね、何様かというつ

もりでズカズカ入ってくるんですね。色々と調べ上げられます。  

 さて、六本木ヒルズの事案、どうしてたら良かったのかと。私が事故発生前

にもし危機管理指導をして六本木ヒルズにお話をするんであれば、まずこうい



う話してたでしょう。とにかくこの自動回転ドアで、日本あるは全世界的に死

亡事故あるいは重傷事故が発生した事例は無いのかどうか。これを購入前によ

く相手方、メーカーから情報を得てください、という話をすると思います。ま

さに、そこが出発点で、このメーカーはそういう重傷事故はまあ起きてたもの

ですから、把握していながら全然ユーザーである森ビルに説明をしてません。

色々な学校でも遊具、機械類購入するかと思うんですが、安全性に問題が無い

のかどうかここをよく聞いた方がいいと思います。そこの説明を渋るような業

者だと、後で責任の擦り付け合いというのが必ず起きてきます。六本木ヒルズ

のようにですね。そういった情報を得て、やはり問題があるんであれば購入し

ない。あるいは対策をお願いする。それをしてから購入するというとこが、ま

ず出発点かと思います。それだけしてたら、あの事故はまず発生しなかったと

思います。なぜならば、こういう事件が起きた後にメーカー側は慌てて、挟ま

れても亡くならないそういう回転ドアを開発しました。要するに閉まるところ

のドアと方立という柱がですね、ゴムで出来てるんです。人が挟まってもグニ

ャッと変形してしまう、こういう物を簡単に造りました。そんなもんなんです

ね。そんなことすら確認して対応してもらっていさえすれば、そんなに費用か

かる話じゃ実はなかったんです。まあ後付の話になりますが、そういうことが

出来ないかどうか情報ちゃんと得て、対策を事前にお願いすると。施設がらみ

の話でいうと、こういった発想をまず持った方がいいのかなと。そこは何もこ

ちらで費用かかる話でもないし、できることだと思うんですね。  

 さて、あと実際には、設置したならば、これは先生方の学校の色々な物に置

き換えながら、想像巡らせて聞いていただきたいのですが、やはり、実際に自

分のところでどれだけの事故が起こっているのか、これはしっかりと情報をト

ップである校長先生方が把握しておかないとダメだと思います。把握してない

もん勝ちという判決にはならない、ということは先ほど言いましたが、これは

当然ですね。責任を問う遺族の弁護士としてはそんなものは許さない。さっき

の判例持ってきますから、そういう話はまず通りません。ですから、まずしっ

かり情報をまず把握しなければいけません。把握してないこと自体が、先ほど

の取調べでやってましたね、「防ぐ気がないんでしょ」と。こういう話に繋が

っていっちゃうので、過失をそこで把握しようとしてない、防ぐ気がない・・・。

防げるわけないですよね。回避義務履行できるわけないですね。知ろうとして

ないんですから。それはもうただそれだけで過失を認定されてしまうと。です

から、事故事例をよく把握する。そしてそれは自分のとこだけではなく、今日

皆様が実際に聞いていただいてるように、他の学校の事例も含めて、やはり一

通りはどこかでちょっと頑張っていただいて、眼を通していただく必要がある

と思います。といってもなかなか、私が多分受講生側だったら、「うん。そう



か、よく分かる」と、明日にはもう忘れてると思うんですね。そんな状態にな

っちゃうと思うので、後で事例を豊富に一応取り揃えてますので、それはお渡

しします。それを、最低限の先生方の知識の源としていただきたいなと思いま

す。ただ、裁判所が要求するように、もっと事例を知っとくべきだった、勉強

しておくべきだった、知ろうとすべきだった、でもしてないと、どの範囲で言

われてしまうのかというと、ちょっとその資料だけではまだ足りません。ここ

からの話はもし出来ればということで結構です。最低限のお願いは今日お渡し

する資料だけは見ておいてください。  

 もう１つ頑張っていただければなというレベルでお話をすれば、インターネ

ット使える先生、あるいは使えない方はどなたかに頼んで「学校、死亡事故」、

｢高校｣でもいいですけど、このキーワードを入れて検索するとダーッと事例が

出てきます。せめて、トップページ、次のページぐらいまでは見ておいていた

だきたいかなと。そこに出てくる限りの情報を見るという作業をしてる安全意

識の高い先生方というのは、私が六本木ヒルズの時に調査した結果では、ほぼ

皆無でした。何を言いたいかというと、そういう作業をしていること自体が、

安全意識をしっかり持ってらっしゃる先生、学校なんだなと、事故を防ごうと

努力してるんだなと。なにか “コト ”が起きた時に、その先生の下でその学校の

下で発生したというものを、果たして処罰あるいは強く民事的に非難できるの

かということは、やはり裁く側も人間ですから、思うんですね。私がその六本

木ヒルズの事例でやっていた時に色々なのをみましたけど、ああやっぱり、な

んにもやってない。ポカーンと、ボケーっとしているところで、それが著しい

ところでやっぱり起きているんだなと。事故というよりはもう必然的にこれは

起こるでしょと。そういう状況はよく見えました。少しでもそういう色々な事

例をみる中で、対比としてここは安全意識が高くてこんな対策講じてる、なん

て紹介される所が幾つかあるんですね。そういった所では、やっぱり起きてな

いんですね。そもそも出来る当たり前のこと、お金も時間もかけずに、今言っ

た事故事例の調査なんて１日もかかりません。半日で出来ます。そのことをや

ってちゃんと資料としてプリントアウトして残しておく。勉強した形跡を残し

ておいて、言い方は悪いですけどなにか “コト ”が起こった時に、捜索で持って

ってもらうんですね。半分冗談ですが、そういうものがあった例がないから言

ってるんです。  

 捜索に入って、その安全意識を示すようなものを押収した経験はまずござい

ません。およそ見ないところにしまってある物、これは何？。いや何だろ？。

これということはよくみますが、自分でこう事故を防止しようという発想で、

そういうものを見ていると、要するに予見義務を果たそうとしている、過失が

認めづらいなあということに遭遇したことがない。ですから是非ですね、一日



もかからない作業なので、今日お渡しする事例集、それからできればインター

ネット、インターネットが難しければ紀伊国屋さんあるいはどこの本屋さんで

もいいです、注文できます。学校事故に関する書籍、何かないですかというと、

店員さん一生懸命検索してくれます。何でもいいので２、３冊ぐらい、是非事

例がなるべく沢山あるやつですね、何でもいいと思います。大体似たり寄った

りの事例が紹介されてますので、そういったものを購入して少し見といた方が

いいかなと、これは望ましいというレベルの話として聞いてください。最低限

今日お渡しする事例をみればある程度、他にもこういうこと起こりうるんだな

と、想像力は働てくると思うので。全部をみるというのは不可能だと思います

ので、どこで切り上げるかというレベルの問題ではあるんですが、望ましいの

はそのくらいまでやった方がいいかなと。なかなか追いつかなければ今日のお

配りするものだけは、しっかり見ていただきたいなと思います。で、そういっ

た作業を六本木ヒルズでしておけば、少なくとも二百何件起きてるんですね。

これは早急にやらないと、頭挟まれて頭に怪我負ってると、これ死亡事故が起

きるだろうということは、予想はつきますよね。もっと対策は多分早かったん

だろうなと思います。まずその「予見義務」をしっかり果たしてくださいとい

うところです。できるとこまでですね。  

 それから次「回避義務」。さて六本木ヒルズの事例だと、私が何を真っ先に

やったかというと、森ビル、六本木ヒルズの周辺、沢山当時自動回転ドアがあ

りました。実際に現地を色々見て回りました。自動回転ドアがあるところ全て

といっても過言で無いくらいずいぶん見ました。そのなかでやはり一番しっか

りしていたのは三越恵比寿店。大きな見栄えの悪い盾みたいな、でかく進入禁

止とボーンとシール貼ったようなやつが貼ってあってですね、警備員もちゃん

と常駐してたんです。六本木ヒルズは土日の混雑の時間帯だけ。しかも事故が

起きた回転ドアには置いてませんでした。で、そういう柵も置いてなかったん

ですね。要するに、他の所を見てくださいということです。特に安全意識の高

い所。そういう情報が入るのかどうか私には分かりませんが、何を言いたいか

というと、今の三越の事例を見つけた時、私は検事として、「あ、良かった」

と｢これで過失はもう間違いない｣と確信したんです。すごく助かりました。そ

ういうネタを見つけに行ったんです。どういうことかというと、『他のところで

やっているんですから、お宅で出来ないことはないでしょ。何でやらないんで

すか？。「回避義務違反」じゃないですか？ 』ということは、その 1つだけで簡

単に立証･証明ができます。過失認定になっちゃうんですね。そのネタ捜しに行

ったわけです。  

 同じことが学校内で事故が起こると、警察なかなか過失に慣れてないので、

ちゃんと分かってる検事からそういう指示を飛ばします。「見つけて来い。安



全管理をしっかりやっている所を道内の高校で見つけてください」と。ハード

ルが高まっちゃうかもしれないですね。こういう講義をやると。そうなればと

願っておりますが、そういうことをやってる所との対比で責めてくるんですね。

ここの高校がこんなこと注意して、こんなこと指導して、こんな防止対策して

いる。あるいはこんな定期研修してるよとか、そんな話を集めるんですね。そ

れに比べてお宅は・・・。こういう対比作戦で過失を責めてきます。それは言

われちゃうと否定できないですよね。言い訳にしかなりえなくなっちゃうので、

そこが捜査機関の責めどころ。そして民事事件であったとしても、相手方、ご

遺族・被害者についた弁護士、分かってる弁護士はそういう責め方をしてきま

す。そういう情報収集をしてくるんですね。ですから六本木ヒルズでも、せめ

て有名どころで子供が出入りする場所の自動回転ドアで、どんな対策講じてる

んだろうというところを、１日で、私２日使いましたが、そのくらいでせいぜ

い回れるんですね。全部は無理ですが近くの主要な所。そんなにそんなにある

わけじゃないですから。それをして三越を見た時に、あれここまでしてるんだ

なと、うちは本当にやらなくていいかな、というところの検討をちゃんとして

いれば、違った結果がありえたのかなと思いますね。やらないという選択肢も

あろうかと思いますが、本当にやらなくていいのか。少なくともその吟味、そ

の検討だけはどっかでして、盾を設けるのがちょっと嫌であれば何か代替策を

講じられないか。少しでも一瞬でも考えてほしいということなんですね。それ

ができていれば、盾なんか講じなくても、その発想さえあれば、何かしらをし

ていれば、多分事故は起きなかったんだと思います。要するに、何にもしてな

いから起きるんですね。そこが決定的な違いかと思います。  

 こういう事例をダッと紹介されて、「アレやれコレやれと言われてもな

あ・・・」と、それはご尤もだと思います。そういう話をするつもりは毛頭無

くて、一つでもできることをより多く積み重ねいっていただきたいなと、でき

る範囲で構わないと思うんです。そうしたら多分起こらないと思います。自分

が見てきている経験上だけのザクッとした話で非常に申し訳ないんですが、多

分起きないんじゃないか僕は思ってます。そんなところの意識すらないところ

でやっぱり順々に起きてるな、というのがもう何百件以上見ましたけど、そう

確信したところです。  

 さて、六本木ヒルズの案件では、もうまさにそのところだけしっかりやっと

けば、ちゃんと事例を掴んで不安になった状態で、他でどんなことやってるの

かなということさえ見て、何か 1つでもできたならば、こんな大惨事は防げたと

いうことになろうかと思います。ただ、それでも対応し切れなかったところで

発生しちゃったものについては、こっから先は語弊あるかもしれませんが、人

間がやることですから限界はあります。限界に対する手当てをちゃんとフォロ



ーしているかどうかが問題かなと思います。限界だと吟味した上で、こっから

先は申し訳ないけど、やれないと。その先は、何かコトが起きたら「スポーツ

振興センター」の給付金で幾ら保証されるんだろう。でもこれ足りないよな。

その部分、どうやってフォローするする保険があるんだろう。どうしよう。と

いうことをしっかり考えて、やはり責任ある対応をとるというのがベストかな

と思います。なかなか本当に当たり前のお話なんですが、全然全く浸透してな

いお話なもんですから、あえてお話をさせていただいているところではありま

す。  

 さて、事例を変えて、サッカーの事例ですが、果たしてこれはどうしたらよ

かったのか。これはもう今では割と当たり前になってきてるかもしれませんが、

弁護士会なんかでも同僚同士でゴルフ行ったりするんですね。ボクらみたいな

口のうるさい人がいると、ゴロゴロと鳴ったら｢もう止めよう｣｢もうだめだ｣と、

酔っ払った弁護士達を説得して止めさせるわけですね。こう言っている手前、

立場がないのですが、我々の業界自体も、リスク管理、安全意識という観点は、

相当に低いと言わざるを得ません。 

確かに年間 10件前後死亡事故起きてるんです。で、やはりこれも裁判所からま

さに指摘されているように、こういう落雷事故での死亡事故ってどのくらいあ

るんだろう？。せめて屋外でするわけですから、これ雷注意報出てるんですね。

屋外で競技をする時のポイント、注意報や警報は事前に見ておいた方が良いと

思います。それから、試合会場が多少でも危険がある場所であれば、よく事前

に見る。これはもう絶対やらなければいけない基本です。よく、過失認定の資

料として注意報が出てたのにあえてやった。何も検討した形跡も無いとか。注

意報レベルであっても言われてしまいます。  

 私、道内の高校の事案もいくつかご担当させていただいてるものですから、

グサリグサリと刺さってきてらっしゃる先生方も少なくないかもしれませんが、

そういう責め方をしてくるわけです。裁判所でもそこ言われちゃうので、屋外

競技で天候が不安がある場合には、登山なんかもそうですけど、ボートなんか

もそうです。しっかりと注意報、警報をよく確認しておいた方がいいかなと。

そしてしっかり検討する。まあ続けるか止めるか、ですね。この案件でも、し

っかり警報確認してれば、注意報が出ていると、注意報が出てて雷落ちちゃっ

たら、これもう 100％責任問われるだろうなと。何でそこが気づかないのかなと

いう当たり前の話なんです。私からしても一審･二審の裁判官はちょっとモラル

に欠けるなと、遺族がそれで納得するわけないでしょと。最高裁が言ってる通

りだなと思います。注意報が出てて、雷落ちてるわけですからね。これが過失

無いというのは通るわけないと思ってたんですけど、なぜか一審･二審で過失を

否定する。その辺のゆるい裁判所の体質はもうこの最高裁判所の判決で、ガラ



リと変わりました。今はそういう甘い主張は通用しないんですね。ですから注

意報をよく見る。そして少なくとも多少なりとも２、３冊の文献、今言ったよ

うに買ってください。読んでくださいというものに当たれば、どこかに書いて

あります。そういった屋外スポーツで、ゴロゴロと鳴った時は安全な所に避難

してください。そこに書いてあるのに、守らなかった。これもやはり簡単にそ

こをネタに使われて過失というものが問われてしまいます。ですからサッカー

の事故なんていうのはその当たり前のこと、注意報を見る。そして、そういっ

た時には避難せよと色々なところに書いてあるということさえ分かっていれば、

もう止めるべき話だったんですね。試合自体を中断すべき話でした。それで防

げたわけで。六本木ヒルズとサッカーの事故。防ぐのってそんなに難しいこと

でしょうか？、そんなに難しくないですよね。ほとんどそうなんです。もっと

言うと、やはり防ぐべき事故もある程度ターゲットを絞って、言い方はあまり

よくないかもしれませんが、全部の事故は防げないし、防ぐ必要も僕は無いと

思います。  

 特にスポーツ。私、野球とレスリングやってたんです。レスリングなんて特

に怪我して当たり前で、それをネタに萎縮して怠けるだけです。そういうので

はスポーツは成り立たないので、怪我は不可避だし、していいものだと僕は思

ってます。そうじゃないとスポーツじゃないですし。ただし、振り分けは必要

かなと。死亡事故、それから後遺症の残る重傷事故、ここだけは絶対に防がな

きゃいけないという発想で、「何かができないか」そういう形で絞っていくと、

やるべきことというのはそんなにそんなに沢山あるわけではないんですね。全

部を防ごうと、それは無理だし、そういうことはすべきでないと思います。そ

この死亡、後遺障害を残す事故、ここを何とか防いで、それ以外は起きた時に

対応できる体制だけはきっちり作っておくと。これが万全なリスク管理かなと

いう風に思います。  

 あと、野球の事例ですが、まあ同じグランドで競合してやるというのは避け

られないんでしょうね。今も変わってないんだと思いますが、ネットを張るだ

とか、それが予算的に叶わなければ、やはりシュミレーションしたら良いと思

います。幾つかの部活が、合同で一回そういう機会を設けて、どんな事故が想

定されるか。それを説明できる情報だけは、こういった講義あるいはネットで

検索して、こんな事故事例があるという説明ができないとダメだと思うんです。

嫌らしい言い方すると、そこを先生方はせめてご理解されて、きっちりそこを

具体的に実演をして、こんなことが起こりうるから、しっかりそこの注意･指導

を徹底してくれ、と下にどんどん伝えていくんですね。顧問の先生、それから

生徒にも伝えます。それを定期的に行う。その上でなお発生した時に、そうい

う指導だけでは足りない、ネットを講じるべきだ、一緒にやるべきじゃないと



裁判所が言うかというと、僕は言えない気がするんです。言う裁判官もいるか

もしれませんが、幾ら最高裁でも、そこまで非現実的な話に踏み込んで過失と

いってくるのかというと、僕はちょっとクエスチョンマークです。要するに、

そこまで持ってかないとダメだと思います。  

 費用をかけないでもできる指導を尽くしたかどうか。大体そういう理論にま

ず間違いなくならないのは、そういう指導すらしていないので、さきほどのゴ

ロ捕りの練習も、「気をつけろよ」ということしか言ってない。後、どこまで

できるとか、どこまで指導すべきとか、あまり踏み込まずにもっと具体的な指

導をしておけば防げた。だから過失があると簡単に言われてしまってるんです

ね。ですから先生方にもっと踏み込んで、具体的にシュミレーションする。し

かも定期的にやる。先生並びに生徒に周知させる。これが、例えば年１回の勉

強会だとか何でもいいです。そういう機会を是非設けていただく、というよう

なことはそんなにそんなに大変ですか？。過密スケジュールなのは分かるんで

すが、何とかできる範囲じゃないでしょうか。それをやっていた時に、それで

も発生した。生徒に徹底してるのに守らなくて発生した事故、そこまで予見す

べきか。生徒は、そんなに徹底しても守らない、という前提でこっちはお金か

けて対策講じなければいけないのか、非常に微妙な判断になってくると思いま

す。せめてそこまではリスクを軽減すると。絶対にそれで過失が否定されると

いうことは断言できないですけども、そこまでやってれば、そもそも一番大切

な事故防止、というところにはまず間違いなく繋がるわけです。そういった発

想でお金をかけないで何かできることがないか、そこはできるはずだと思いま

す。いずれもその発想でやっていれば、野球のさっきのゴロ捕り、それからハ

ーフバッティング、いずれも防げた話かなと。柔道もそうですね。そういう悪

ふざけが無いかとか、練習の前後に少しでも見回りして注意してれば、済んだ

話ですね。あるいは、部員達に一般的な事例を先生方頭に入れていただけるな

らば、特に格闘技なんかは危ないです。無茶するし、余裕が無い中で、投げ技

うったり、私も危ない時ありましたけども、でも教えられたこと無いですね。

一回も無かったですね。危ないから具体的にここまでで止めろとか、申し訳な

いですけど教えられたことないです。顧問からは、イケイケと、投げろと、そ

ういう話しかなかったわけです。そうことではちょっとこれからの時代、それ

すら過失のネタに使われてしまうと思いますので、気をつけていただければな

と思います。  

 ちょっと話し足りないところもあるんですが、この後、牧からまた保険に絡

めてお話しいただいて、その後、僕の話、エピソードを盛り込んだ今度は良い

記者会見、良い取調べ、今日のお話を聞いていただいて、少しでもできること

をなんらか実践していただければ、こんなに良くなるんだと。お金をかけるよ



うな対策は盛り込んでません。お金をかけなくてもできることをやると、こう

いう風になると良い例をお示ししたいなと思います。  

 

牧ファイナンシャルプランナ－  

 今、中村の方から、事故はないのが一番なので、減らすため、そして過失責

任をいかに減らすか、逆の言い方をすれば責任を果たすためにどういうことを

やるのがいいか、という話を充分にしていただきました。事故がないのがもち

ろん一番です。  

 でもこれ皆さん（画面上の図）、普段お感じの通り学校を取り巻く事故発生

のリスクは 24時間あります。通勤・通学に始まり授業中。授業中といえばこれ

も市内の出来事で、新聞等やインターネットの速報で流れました。手稲区の学

校で理科の授業中に、液体窒素を生徒さんの手に垂らしてしまった先生がいら

っしゃったという出来事があって、何かと思ったら実験でそれ知らなかったっ

て。理科の先生がそれやってしまう世の中なんて・・・、いつ何が起きるか分

からない時代ですね。もちろん部活動中もそうですし、あるいは修学旅行、そ

して先ほどの施設管理。施設管理という面では、先ほどの台風による木が倒れ

るということよりも、やはり北海道は雪国ですから、落雪による出来事という

のは学校ではそんなに、今のところ私の方で持ってる事例の中にはないんです

が、ビルとかアパートとかマンションではよく落雪による事故は非常に多く、

施設管理を問われているケースがあります。つまり、いつ起きるか全く分かり

ません。  

 先ほどご説明した通り（画面上の図）、賠償責任を負う対象となるのは、生

徒やその父兄ではなく地域住民の方や、業務に関するものまで含めると対象も

無限にあるといってもいいと思います。これも先ほど見てもらいましたが、学

校に関係する全てのものが対象となる。でもこれってちょっと考えてもらうと、

これは昔から学校という制度が出来上がってから変わらないはずなんです。な

のに、なぜ今こういうことを非常に気にしないといけないかというと、皆さん

お気づきの通りで、権利意識の高まりなんてよく言われます。従来は学校に対

する尊敬の目、温かい目、地域の応援の声だったのが、良くも悪くも権利意識

が高まったことによって、応援の目や尊敬の目がどうやら批判の目に変わった

りだとか、あるいは何かあるとやはり権利意識が高まりすぎてしまって、これ

は学校のせいだ、あなた達のせいだ、という世の中になってしまっていること

も、やっぱり関係してくるのかなと思っております。  

 お手元の資料にある通りですが、充分な予見や充分な回避をしたとしても、

発生の可能性や責任というのはゼロには残念ながらなりません。また、先ほど

お話したように、予測も困難だというお手元の資料の、上の三角形がだんだん



大きくなってきています。先ほど落雷の例がありましたが、私は趣味でスキュ

ーバダイビングをするんですが、スキューバダイビングの時は、遠くで落雷が

起きたら絶対止めるんです。何でかといったら自分の命が惜しいから止めるん

ですけど、絶対止めるんですね。ということはやはり雷が遠くで鳴っている以

上、予見困難とは言い切れない。そして今のこの時代、先ほどの手稲の中学校

さんの液体窒素の件なんかも、何気なく他のインターネットのを見ていたら、

ヤフーとか見てるとニュースの速報が出るんですね。そういうとこでも普通に

流れてしまうんです。私もこの仕事してるから、中学校で液体窒素で生徒が怪

我って何？って思ってみると、よく知ってる市内の学校だったりする。つまり

は知らなかったなんてことは、今はかなり言えなくなってますね。本を置いて

おくのはもちろん当たり前だと思います。知らないわけないですよね、と云う

ことです。今日忙しくて新聞見てなかったからってと言っても、情報というの

は嫌でも流れてくる時代なので。今のこの時代において、予見が困難なんてこ

とは言えない。ということは、つまり責任が大きくなってくる。知っているは

ずだ、と言われることがあるので、ゼロにはならない。どうしようか、という

あたりが大事なとこだと思います。  

 皆さんのお手元の資料の最終ページに、リスクマネージメントの方法として、

分かりやすい図として私がよく使っている図があります。リスクマネージメン

ト、よく分厚い本になって色々書いてあるんですが、あれ非常に分かりにくい

んです。なので、逆に例えば今左上のリスク調査発見、よくリスクの把握とか

色々な表現を使いますけど、学校に当て嵌めてみたら、授業中の怪我ですとか、

通勤・通学の交通事故やデータの流出ですとか色々あると思います。今日はあ

まり触れませんが、セクハラ等もあると思います。リスクを把握した、さあど

うしよう。こういうことあるぞ、どうする？。やめるか？とか、どうする検証

するか？とか。でもここが非常に大事です。それどんなリスクなのかというの

を分類する必要があって、ここが非常に大事です。これは最後にお話します。  

 今日はテーマとして、「事故を予見して未然に防ごう」と、「充分な回避策

を講じよう」というのももちろんそうですが、残念なことに今説明したように、

事故というのは起きる可能性がゼロにはならない以上、「発生した時にどうし

よう」というこの３つ（画面上の図）がそろって、初めて本当の意味での危機

管理になるはず。つまり発生時のマネージメントというのが必要であって、ど

うしても予防策に終始すると、この発生時のマネージメント、実際に起きたら

どうしようかね、というところが手薄になるんではなくて、手が回りきらない

ってことがあるのではないのでしょうか。（画面上の次の図）図にしただけで

すが、適切な対応が取れると、対応が早い。あるいは被害者の方には親身適切

に。先ほどのあんな極端な例はなかなかないでしょうが、冒頭に私達の寸劇で



対応の悪いケースを見てもらいましたが、対応が良ければ、当然責任問題って

いうのが薄まります。そしてすばやい解決にも繋がります。すばやい解決=日常

業務への復旧が早いということになります。これ逆の場合を見てもらうと明ら

かです。先ほどの冒頭のがそうですね。対応が悪いと（画面上の図）こっちが

重くなっちゃいますね。解決が一層難航し、日常業務への支障が非常に大きく

なります。皆さんのお手元の資料にもありますが、リスクが具体化する時の損

失というのは、私は仕事柄よく保険等も扱っているんですが、ただあくまでも

ここ（画面上の図）だけなんですね、実を言うと。全てを賄えるかというと、

あくまでここ（図の上で）しか保険では賄えないんですよ。賠償金を払ったり

とか。賠償金、見舞金、どう使い分けるかこの後話しますが、賠償金あるいは

見舞金等の発生、あるいは日常業務ですとこれ（画面上の図）非常に大きいで

す。被害者への対応、マスコミ対応、警察対応、教育委員会の方いらっしゃる

と思いますが、教育委員会への報告、連絡、相談、非常に大変です。生徒から

父兄から職員から、皆さんから信用も失います。ご自身の生活にも影響が出る

可能性が大です。普段からストレスを強く抱えてらっしゃる皆様が、より強い

ストレスによって健康状態が悪くなる、最悪の場合懲戒処分を受ける。生活に

影響。こういった色んなことが、よくこれ事故によるコストなんて言い方しま

す。コストっていうとお金だけじゃないんですが、事故によるコストとして、

これだけのもの（画面上の図）が発生する。つまりは、責任が最終的になくて

もやはり事故は起きない方がいい。でも、起きてしまいます。  

 今の見舞金というとこに限って言うと、賠償責任がない時は、何もしなくて

いいのかなっていうのが、先ほど天秤を見てもらいましたが、解決が少しでも

早ければ、少しは解決自体がスムーズになる。というのは、本人や家族に対す

る見舞金、賠償義務が無くても見舞金ぐらいは払ってあげたらいいんじゃない

のかなと。これによって、遺族もしくはご家族もしくはご本人の心情というの

が、非常に収まる可能性も高い。責任の有無が確定する前段階でも様々な費用

が生じます。私今日の話をするにあたって、開成高校の同級生で当時野球部の

友人と今でも付き合いがあって、聞いてみたら「そういえば俺達しょっちゅう

怪我してたけど、なんか知らんけどどっかから金下りてきたな」なんて話があ

って、恐らく彼もその時は高校生なんで覚えてはいないんですが、何か学校で

入っていたのか、多分スポーツ共済なんかに入っていたみたいですね。ただ、

そういうのがあったので、あまりその辺でいちいちどうのこうのという話には

当時はならなかったと聞いています。（画面上の図）そんな時には実は賠償責

任がなくても払われるのが傷害保険というのがあって、事例は実は見てもらう

とほとんど同じに見えるんですが、これは保険で払われているんです。高校生

がバイクで交差点衝突、後遺障害。あるいは夏山登山、生徒が転落、亡くなっ



た。つまりこれは責任がなくても払われる傷害保険の類や、あるいは色々なス

ポーツセンター等のものでは、交通費にも支払われるので、こういったものが

見舞金の手当てとしては有効策の１つではあると思います。  

 でも一番大事なのが、災害時の発生時の対応の準備。対応マニュアルの整備

ですとか、あるいは研修、皆さんは色々な場に出て分かるケースが多いと思い

ますが、この学校の先生や場合によっては生徒さん達に対しても「起きたら困

るよ」「起したらダメだよ」も、もちろんそうですが、｢起きたらどうするかね｣

というのもこれも考えたくないことではありますが、考えておく必要がある。

今ご説明した災害給付や傷害保険等というのはあくまでも金銭面のフォローに

はなります。あるいは、何か起きた場合どうしようという専門家との連携体制。

（画面上の図）一番肝心なのは、私はいつも思いますが危機意識の共有だと思

います。ここにいる皆さんではなくて、学校の先生達、皆が果たして共有でき

るか。日常業務忙しい中で、「定期的な研修なんてしょっちゅうやってられる

か」、「こんなの月に一遍やってたら日常業務できない」って話なんですが、

定期的でなくても適宜でもいいと思いますね。修学旅行があるからその前にや

ろうと。修学旅行中何かあったらどうしよう？バスが転落したらどうしよう？

飛行機で何かが起きたらどうしよう？。学年主任がいるけど、その学年主任も

事故で亡くなったらどうしよう？。そういうシミュレーションいくつかして、

適宜でも構わないので研修・勉強会の実施ということを、やはりしておかない

とまずいのではないでしょうか。  

 あるいは、生徒の健康管理という意味でも、健康管理、ちょっとやるかどう

かですね。年に一回やってるからいいのか、修学旅行に行く前、当日何かの活

動する時、先ほどみたく天気が非常に悪い時良い時、どうのこうのやろうかと

いう時も含めて、普段からこの意識を校長先生皆さんだけではなく、職員の方々

と共有できてるかどうかというところが、非常に重要かと思います。また、事

故が発生する時にはどうしようと。よく連絡するんだよと書いてるけども、誰

が本当に、どこにどうするんだろうというのを、普段から共有できているでし

ょうか？。皆さん校長先生のお手元にはあると思うんですよ。それを共有でき

てるのかなと。たまたまその時校長先生が、例えば今日この場で何かあったら

どうしましょう？今校長先生ここにいる。学校の先生達は校長先生ここにいる

から、さあどうするんだろう？まあ教頭先生がやるのかもしれない。でもそう

いう時にいなかったらどうなの？。いない時に限って何か起きますね。あまり

こういう場で政治の話題をすると良くないんですけど、某政権が、ちょうどそ

の時に限って総理がいない時に限って大きな地震が起きただとか、そういうと

きに限るっていうのが多いので、いない時どうしようかね？こういうのも考え

ておいた方がいいと思います。校長に連絡する。校長いない、あれ？ってこと



になってしまったらどうするんでしょうか。先ほどのここの絵をもう一度見て

もらいたいですね。ここ、予見も困難のところのこの三角形、だんだん今大き

くなってきています。つまり責任取んなきゃならないところ大きくなってきて

ます。  

 最後ですが、ここ（画面上の図）をもう一度みてもらいます。ここ一番大事

だと先ほどお話しました。何かがあるよと、これ実はせめて 4つに分けて考えて

ほしいです。起きる確率も高いし、起きたら大変だよと。起きる確立は高いん

だけど、大したこと無いっちゃ大したこと無い。滅多に起きないけど、起きた

ら大変。滅多に起きないし、まあ起きても別にいいやと。ここを考えた上での

リスクマネージメントなんですね。大したこと無かったら、そのまま突っ切る

のもありです。あるいは保険を掛けるのはあくまでもここだけで、何かあった

場合のダメージを減らすだけです。金銭的な、あくまでも。あるいは中止する、

変更する。 30度の気温の時に、そのまま表で活動するのがいいかどうか、中止

するもしくはちょっと変更する。自転車通学をしてる以上、生徒の交通事故っ

てのは充分にあり得る。じゃあこれ自体止めさせちゃう？。もしくは規則を厳

しくする。私の母校では何分だったかな、自転車で 30分以内の生徒については

自転車通学可能だったんですよ。私のうちから 30分じゃ行かないんですけど、

猛スピードで行けば 30分ですって言い切って通ってたんですが、まあそういう

生徒がいたらどうするんだろうかと。もうちょっと厳しくした方がいいと。今

通ってるスポーツクラブはシール貼るんです。ちゃんと届け出てやってると。

当時の高校には多分それなかったんで、停めておいても大丈夫だったんですよ。

ということは、その辺の管理がちゃんとなってなかったとすれば、自転車通学

のルールを変更するだとか、あるいは学校行事でも部活動でも、ちょっと色ん

なことを変更する、回避するとか。予防するというのはここ（画面上の図）に

入りますね。普段から点検するあるいは教員の指導をする。そして最悪起きた

場合の軽減をしよう。地震の時の防災訓練って必ずやってると思うんです。地

震の時の防災訓練て必ずやるんですけど、明日防災訓練入るから皆片付けるん

だよ、と前の日に片付けているんですね。理科の先生なんかはそろそろだなと

思うと、あまりこうゴチャゴチャにしないんです。この辺逃げやすいうように。

でもそれじゃ訓練にならないはずです。本当の意味で、今ここにビーカーで、

こうやってる時に起きたらどうするのと。家庭で言ったらばコンロに火をつけ

てる時どうするのというのが防災訓練なので、批判の声は多いでしょうが、本

来防災訓練というのは抜き打ちであるべきですね  

 同じように道外に修学旅行に行ってる人達が、ゴソッと事故にあったらどう

するんだ？。通勤途中、つまり朝まだ皆さんが出勤してない時に何かあったら

どうすんだ？。というような、そう言った意味での非常時の防災訓練というも



のも、是非やった方がいいと思いますね。必要な時は是非、呼んでください。

時間の関係もありますので、きょうここ (画面 )の、このリスクの分類、そして

その分類による回避方法、つまり回避だけじゃないマネージメントというのが

何通りかあるよ、ということを充分にまた是非知ってもらって、先ほどご説明

しました危機意識を、皆さんだけじゃなくて皆さんと職員の方々や生徒さんと

の共有、それがリスクをマネージメントする方法の有効策である、ということ

も一つお含みおきいただきたいと思います。ありがとうございます。  

 

中村弁護士  

 寸劇に入る前に２点だけ。弁護士がすごく増えてます。敵が増えてるという

言い方は適切じゃないかもしれませんが、いつ矢が飛んでくるか分かりません。

今までは、話し合いで弁護士が「そんな傷害事故、学校の中でしょう。仲良く

やった方がいいんじゃないの？」と｢弁護士なんか入んない方がいいよ｣と言っ

てた時代がですね、全然変わってきました。こんなのに弁護士がついて追求し

てくるの、というのがもう増えてきましたね。クレームを助長する話にかなり

なってきていると思います。やはりこちらのリスク管理もそれに応じてしっか

りしなければいけないと。深夜見てるとパチンコのCMに次いで多いのが弁護士

のCMです。もうどんどんどんどん増えちゃって、お客さんがいないもんですか

ら色々なとこに介入してきます。やはりちょっと今までと意識を変えなければ

いけないかなと言う点と、これから寸劇やりますが、先ほどの寸劇の一番悪か

った点は、謝罪をしていないというところです。事故が起きたら謝罪をするな、

ということが書いてある本がわんさかありますが、これは裁判所の世界では少

なくとも誤りでございます。謝罪と法的責任を認めることは峻別した方がいい

です。六本木ヒルズの時も弁護士がちゃんと指導して、申し訳ありません私が

悪いです、本当にすみません、責任を感じておりますと。よし、法的責任をと、

調書取るとサインしませんと言うんですね。道義的責任ですよ、という言い方

するんですが、まあそういう言い方はさておき、謝ることと法的責任を認める

ことは別なので、ちょっとそのこともびっくりするかもしれないので、ただそ

れは実際に裁判所ではそうなので、そのへんも意識しながら聞いといていただ

ければと思います。  

 

 ≪記者会見の場面≫  

     （新聞記者を中村様、校長を牧様）  

記者：学校として責任をお感じになっています か。  

校長：え・・・、なんとしてもこのような最悪 の結果は、防がなければなり

ませんでした。 当然重大な責任があります。  



記者：過去に暑さが原因で、生徒さんが体調不 良を訴えたという事例はあり

ましたか。  

校長：創設以来、例年数件あって、本年に入っ ても３名の生徒さんが体調不

良を訴えて保健 室に来ております。  

記者：学校における、熱中症による死亡事故が 多発していることはご存知で

したか。  

校長：当然に認識しております。  

記者：熱中症対策として何か対策は講じていま したか。  

校長：当校だけではなく、他校で沢山の熱中症 の支払事例および防止策を調

べ、他校で実践 していることを参考に、当校なりに様々な対 策は講じてお

りました。  

  具体的には、気温が 30度を超えるような真 夏日における体育大会の練習

や部活動では、 体調の優れない生徒の有無を事前に必ず確認 し、体調が悪

くなった場合はすぐに申し出る ように、職員にも生徒にも必ずこう徹底した

 上で、帽子も着用させ、そして小まめに水分 を補給させるとともに、遅く

とも１時間ごと には休憩を入れるように指導しておりました。  

  そして体調不良の生徒が出た場合には、す ぐに保健室に連れて行き、ス

ポーツドリンク を飲ませ、太い血管部分に氷を当てて体温を 下げるように

も努め、それでも体調が回復し ない場合には、直ちに救急搬送するよう定期

 的に研修を実施することで、全職員にも徹底 しておりました。  

記者：本当にそんなことしてたんですか。それ でも何で、今回のような事態

が発生したんで しょうか。  

校長：そうですね。一度休憩するまでの間、特 に体調不良を申し出る生徒は

いなかったので、 少し油断して休憩後に練習を再開したんです ね。で、し

ばらくしたところで初めて３名の 生徒さんが体調不良を訴えたので、順次保

健 室に連れて行きました。ただその段階では、 死に至るところまでの危険

性を感じることが できず、練習を継続するか中止するかを検討 していた、

まさにその矢先に生徒さんが倒れ、 救急車で搬送しましたが、大変痛ましい

こと に結果として亡くなられてしまいました。も っと速く練習を中止して

いればこんなことに なりませんでした。大変な責任を感じており ます。  

記者：亡くなられた生徒さん、入院している生 徒さん、あるいは保護者の方

に謝罪はされた んでしょうか。  

校長：当然直ちに謝罪をしており、今後も謝罪 を続けます。  

記者：賠償は考えてないんですか。  

校長：賠償については私達だけではわからない 法的判断が必要となってきま

すので、現段階 では未確定なところがありますが、取り急ぎ 当校で加入し



ている傷害保険等を利用して、 お見舞金をお支払させていただきました。  

記者：再発防止のために学校でどのような取り 組みをしなければならないと

考えていますか。  

校長：事故当日のうちに弁護士さん等の第３者 にもご参加いただいて、事故

調査委員会を立 ち上げ、現場に居合わせた者からの聞き取り 調査を早速実

施しているところです。  

  このような結果を招かないように、対策を 講じていたつもりではありま

したが、現に結 果が発生してしまった以上、今後どのように したら再発を

防止できるのか、あらゆる観点 からさらなる対策を検討し、抜本的な再発防

 止策を早期に実現し、ご遺族に報告しなけれ ばならないと決意しておりま

す。  

 

 ≪数日後、検察庁での検事の取調べ≫    

        （検事を中村様、校長を牧様）  

検事：あなた記者会見で、自分のとこだけでな く他の学校での熱中症事例、

対策を調べたこ とがあるって言ってたけど、そんなこと本当 にしてたの？。 

校長：実はですね、３年前の１月の確か５日だ ったんですが、校長協会主催

の研修会に参加 しまして、その時弁護士とファイナンシャル プランナーか

らですね、学校事故防止のお話 を聞いたんですね。  

  その時に、特にその部分、事前の研究・勉 強等は必ずするんだよ、と彼

ら２人がしつこ く言うもんですから、当時は面倒だなと思っ たんですが、

まあ少し不安もあったので、帰 った後一応調べてみました。そうしたら、色

 々な事故事例をみているうちに、いつ当校で 事故が発生してもおかしくな

いなと気づきま して、不安で仕方なくなってしまい、それ以 来ですね。  

  実は、その時の２人には定期的に当校に来 ていただいて研修会を実施し

て、教員にも周 知してもらい、少なくとも他の学校で実施し ている防止策

と同程度以上のものは、うちで も実施しようと心がけ実践してきました。で

 も、それでも防ぐことができませんでした。  

検事：本当？。そんなの信用できない話だね。 でも防ぐことができなかった

んだから、やっ ぱり対策は不十分だったんじゃないんですか。  

校長：まあ不十分と言われれば、私としてもそ のように思っております。現

在事故調査委員 会と一緒に、万全の対策を検討しているとこ ろです。  

  ただ、本当に今回の件は体育大会も間近に 迫ってるなかで、練習の必要

性があったこと 自体が間違いないため、１人でも体調不良を 訴える者がい

たら、練習をすぐ中止するんだ よという判断でもしない限りは、防げなかっ

 たのかもしれません。  



  ただ、自分の体調管理がある程度は判断が 期待できる高校生でもありま

すし、本当にそ のような判断をどこまでするべきなのかは、 現実論とのギ

ャップにとても悩んでいるとこ ろです。  

検事：まあ別にあなたの評価なんて聞きたくな いのでね、また次の質問しま

すけど、ご遺族 に対する保障は考えてますか。  

校長：当校に過失が成立するのか否か、正直な ところ、今弁護士からは判断

が非常に微妙で あると言われております。  

  検事さんやそして裁判所から過失があると のご指摘を受けるのならば、

当然それに応じ た賠償をしなければならないと考えておりま す。最も生徒

が亡くなったことは間違いなく、 私は過失の有無に関わらず、充分な補償を

し てあげるのが教育者としての当然の責任だと 思っていますから、充分な

傷害保険を掛けて いました。  

  また、過失の有無に関わらず、支払われる この傷害保険の他に、日本ス

ポーツ振興セン ターの災害共済給付金の至急手続きも現在進 めており、ま

もなく補償ができると思ってお ります。  

 

 ≪検察庁内での決済場面≫  

       （検事を中村様、部長を牧様）  

 検事が処分を決める時、その個人だけで決められません。上司、まあ今話題

になってる部長、次席、検事正の決裁というのがある。  

検事： 失礼します。  

部長：  はいどうぞ。  

検事：  着席してよろしいでしょうか。  

部長：  ああ、座れ。  

検事：  部長、この事案、過失に問うのはとても 厳しいですよ。予見義務は充

分に果たしてる し、現実的にできる限りの防止策も講じてい ました。特に

他校での事故事例の調査をして いる点は、こちらも攻め手が無くなってきま

 すね。どうしてそんな発想があったのか胡散 臭いなあと思って、不思議に

思って聞いたと ころ、前にうちにいた中村さんとファイナン シャルプラン

ナーが徹底して指導してたみた いなんですよ。  

  今回の死亡事故、防止する為には体調不良 者が１人でも出た段階で練習

を中断しなけれ ば無理だったと思うんですが、幼稚園等では なく、高校で

あることも考えると、それは明 らかに現実的でなく、裁判所の共感得られな

 い可能性が高いと思います。無理して起訴し たら、無罪になる気がします。  

部長：  そうだよなあ。この学校の安全管理意識 はずいぶんしっかりしてるも

んなあ。普通こ こまで事故事例を調べたり対策を講じてると ころなんてあ



んまり無いな。そういうところ で事故は普通起きないしな。まあこれは双方

 にとって気の毒な事案かもしらんなあ。  

検事：  ただ、その事故というのは、どんなに対 策講じても不可避的に発生し

ますよね。この 校長先生はそこまで予測して、充分な傷害保 険を事前に掛

けていたので、過失の有無に関 わり無く、ご遺族に対処しする予定なんだそ

 うです。  

  傷害保険と災害救済給付金合わせれば、過 失があることを前提にして計

算した賠償額で さえ、充分に払えてしまうと思います。  

  安全管理意識が高く悪質な事案とまではと ても言い切れませんし、もし

それでご遺族感 情が少しでも和らいでくれるんであれば、不 起訴処分、あ

るいはどうしても許せないとい うことが残るのであれば、罰金処分が精一杯

 で起訴は止めた方がよいと思うのですが、い かがでしょうか？。  

部長：うーん同感だな。無理はできないだろう。 記者会見も誠実だったし、

国民道民の目線も 今回の件に関しては決して厳しいもんではな いしね。こ

ういう誠実な教育者を失職させる とか懲戒処分に追い込まれるまでというの

は、 検察庁としても望むところではない。今回の 起訴は見送ろう。  

               ≪寸劇終了≫  

中村弁護士  

 今お手元に、冒頭から予告していました 裁判の事例、主文や理由等が書い

てあるものと、保険金支払い事例等が数十例載っているものがお手元に配られ

ますので、これは皆様お帰りになった後是非お読みくださればと思います。  

 

 

 


